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第１章 基本方針 

災害応急対策を迅速かつ円滑に展開するため、本市、その他防災関係機関の緊急時の情

報収集、伝達体制、組織体制、防災関係機関相互の連携の仕組みを盛り込んだ応急活動体

制及び必要な対策について定める。 

本市の自然・社会的現状を踏まえ、大規模な突発事故が発生した場合における応急対策

の基本方針は、次のとおりとする。 

なお、大規模事故災害による被害は、局地的に発生するため、基本的には事業者等及び

本市が中心となって対応するが、市等で対応できない場合には県に支援を要請する。 

また、防災関係機関は、災害の規模・態様に応じて、本計画に定める応急対策のうち、

必要な対策を実施する。 

 

迅速な災害応急活動体制の確立 

⚫ 被害規模等の情報の収集連絡を迅速に行う。 

⚫ 兵庫県や防災関係機関との連携を密にする。 

⚫ 被害状況等の情報に基づき、所要の体制を整備する。 

円滑な災害応急活動の展開 

⚫ 人命の救助・救急・医療・消火活動を進める。 

⚫ 避難対策を行う。 

⚫ 被災者への情報提供を行い、二次災害の防止を図る。 
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■各機関の応急対策の概要 

（１）航空災害（航空機の墜落等の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関等 

 

・要請に基づく医師、 
 救護班の派遣 
・事故現場でのトリア 
 ージ・医療活動 
・災害拠点病院(災害医 
 療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)による、 
 消防機関からの問い 
 合わせに応じた医療 
 上の助言 

 

 

 

・医師による死亡確認 

市町（消防） 

・航空機が人家密集地 
 域へ墜落した場合等 
 被害が拡大する場合 
 には、迅速に立入禁 
 止区域を設定し、地 
 域住民等の避難誘導 
 を実施 

・現地救護所で重傷度 
 に応じた分類及び必 
 要な応急手当の実施 
・医療機関と連携をと 
 った医師、救護班の 
 派遣及び搬送先医療 
 機関の確保 
・対応可能な医療機関 
 等への分散搬送 

 

・危険物等の漏洩の場 
 合、物質の特定、現 
 場の安全確認、負傷 
 者等の移動、除染等 
 必要な措置を実施 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

 

県警 

・航空機が人家密集地 
 域へ墜落した場合等 
 被害が拡大する場合 
 には、迅速に立入禁 
 止区域を設定し、地 
 域住民等の避難誘導 
 を実施 

 

・交通規制の実施 

・消防と連携した物質 
 の特定等 
 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

・遺体の検分 
・遺体の身元確認 

県 

 

・市町からの要請を受 
 け、県立病院の救護 
 班の派遣や医療機関 
 に救護班の派遣を要 
 請等 
・必要に応じた県消防 
 防災ヘリによる搬送 
 及び他機関ヘリへの 
 出動要請等 
・必要に応じ、多発外 
 傷、広範囲熱傷等特 
 殊な医療への対応可 
 能病院を消防、医療 
 機関に紹介 

 

・消防と連携した物質 
 の特定等 
・必要に応じて、危険 
 物等の専門家・専門 
 機関等を消防本部等 
 に紹介等 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

 

国 

 

・国立大学病院からの 
救護班の派遣 

 の派遣 
・陸上自衛隊による医 
 療救護活動、負傷者 
 の搬送等の実施 

 

 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

 

航空運送事業者・発見者 

 

 

 

・航空危険物輸送の有 
 無を関係機関に連絡 
 [航空運送事業者] 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

 

事項 

避難誘導 
二次災害
防止 

医療 

交通規制 

危険物等
への対策 

関係者へ
の情報伝
達 

その他 

医療機関等 

・事故等発生の通報の 
 受領 

 

・関係機関の密接な連携 

 

 

 

市町（消防） 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・消防職員等を事故発 
 生現場に派遣し、情 
 報収集 

・現場指揮所等の設置 

・関係機関の密接な連携 
・必要に応じて県等へ 
 応援要請 

・消防職員、消防団員 
 等による捜索活動 

・負傷者数及び搭乗者 
 数の把握 
・現地救護所の設置 
・搭乗者の救助活動 

・消火救難活動 
・必要に応じて、警戒 
 区域の設定 

県警 

・事故等発生時の通報 
 の受理 
・事故発生地を管轄す 
 る警察署員等を派遣 
 し、情報収集 

・兵庫県警察大規模事 
 故災害対策本部（対 
 策室）の設置 

・関係機関の密接な連携 

・交番、駐在所、ﾊﾟﾄｶｰ､ 
 白バイ等の勤務員に 
 よる捜索活動等 
・警察用航空機・船舶 
 等を活用した捜索活 
 動 

・事故現場等の警戒警 
 備 
・救助活動 
 

 

県 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・県消防防災ヘリ等に 
 よる情報収集活動 

・現地調査班の派遣 
・現地支援本部等の設 
 置 

・関係機関の密接な連携 
・必要に応じ、国、他 
 の都道府県、市町へ 
 の応援要請等 
・必要により自衛隊 
派遣要請 

・県消防防災ヘリ等に 
 よる捜索活動 

 

 

国 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・関係省庁連絡会議の 
 開催 

・非常災害対策本部の 
 設置 
・現地対策本部の設置 
・調査団の派遣 

・関係機関の密接な連携 
・広域緊急援助隊派遣 
・緊急消防援助隊派遣 
・自衛隊派遣 
・海上保安本部の活動 

・東京救難調整本部を 
 通じ、相互に連携し 
 た捜索活動の実施 
・海上保安本部、自衛 
 隊の捜索活動 

・海上における海上保 
 安本部等の救助活動 

 

航空運送事業者・発見者 

・事故等発生の通報 
・乗客名簿の関係機関 
 への提出 
 [航空運送事業者] 

 

・関係機関の密接な連携 

 

・旅客の救助・地上又 
 は水上の人又は物件 
 に対する危難の防止 
 活動 
 [機長] 

 

事項 

事故等の
発生 

組織の 
設置 

関係機関
等との連
携促進 

（捜索） 

救助 

消火 
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（２）鉄道災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関等 

・事故等発生の通報の 
 受領 

 

・関係機関の密接な連携 

 

 

市町（消防） 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・災害状況の早急な把 
 握 

・現地指揮所等の設置 

・関係機関の密接な連携 
・消防相互応援協定締 
 結先への応援要請 

・現地救護所の設置 
・救助活動 
・必要により列車切断 
（トンネル内、地下鉄 
 の事故では侵入口が 
 限定されることに配 
 慮した救出活動を実 
 施） 

・消火活動 
（トンネル内での火災 
 では、密閉空間のた 
 め、濃煙、熱気等に 
 配慮した活動を実施) 

県警 

・事故等発生時の通報 
 の受理 

・兵庫県警察大規模事 
 故災害対策本部（対 
 策室）の設置 

・関係機関の密接な連携 

・事故現場等の警戒警 
 備 
・救助活動 
 

 

県 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 

・現地調査班の派遣 
・現地支援本部等の設 
 置 

・関係機関の密接な連携 
・必要に応じ、国、他 
 の都道府県、市町へ 
 の応援要請等 
・必要により自衛隊派 
 遣要請 

 

 

国 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・関係省庁連絡会議の 
 開催 

・非常災害対策本部の 
 設置 
・現地対策本部の設置 
・調査団の派遣 

・関係機関の密接な連携 
・広域緊急援助隊派遣 
・緊急消防援助隊派遣 
・自衛隊の派遣 

 

 

鉄道事業者・発見者 

・事故等発生の通報 

 

・関係機関の密接な連携 
・鉄道事業者の必要に 
 応じた県、市町への 
 応援要請 

・鉄道事業者による救 
 助活動 

・鉄道事業者による消 
 火活動 

事項 

事故等の
発生 

組織の 
設置 

関係機関
等との連
携促進 

救助 

消火 

医療機関等 

 

・要請に基づく医師、 
 救護班の派遣 
・事故現場でのトリア 
 ージ・医療活動 
・災害拠点病院（災害 
 医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）の消 
 防機関からの照会に 
 応じた医療上の助言 

 

市町（消防） 

・脱線した鉄道車輌が 
 高架から人家集中地 
 域や道路に転落する 
 おそれがある場合等 
 被害の拡大防止のた 
 め、立入禁止区域の 
 設定、地域住民等の 
 避難誘導を実施 

・応急救護所で重傷度 
 に応じた分類及び必 
 要な応急手当の実施 
・対応可能な医療機関 
 等への分散収容 
・医療機関と連携をと 
 った医師、救護班の 
 派遣及び搬送先医療 
 機関の確保 
・重傷の負傷者を遠方 
 の医療機関に搬送す 
 る場合の必要に応じ 
 た県へのヘリコプタ 
 ーの派遣要請 

 

県警 

・脱線した鉄道車両が 
 高架から人家集中地 
 域や道路に転落する 
 おそれがある場合等 
 被害の拡大防止のた 
 め、立入禁止区域の 
 設定、地域住民等の 
 避難誘導を実施 
・鉄道事業者と連携し、 
 後続列車の衝突等の 
 二次災害の防止措置 
 の実施 
・鉄道上の落石、土砂 
 崩れ等に起因する災 
 害現場における監視 
 員の設置 

 

・交通状況の把握、交 
 通規制の実施 

県 

 

・市町からの要請を受 
 け県立病院の救護班 
 の派遣や医療機関に 
 救護班の派遣を要請 
・必要に応じた県消防 
 防災ヘリによる搬送 
 の実施及び他機関の 
 ヘリの出動要請等 
・多発外傷など特殊な 
 医療について対応可 
 能医療機関の消防本 
 部、医療機関等への 
 紹介 

 

国 

 

・国立大学病院からの 
救護班の派遣 

・陸上自衛隊による医 
 療救護活動、負傷者 
 の搬送等の実施 

 

鉄道事業者・発見者 

・後続車両の衝突等の 
 二次災害の防止措置 
 の実施 
・鉄道上の落石、土砂 
 崩れ等に起因する災 
 害現場における監視 
 員の設置 
 [以上鉄道事業者] 

 

 

事項 

避難誘導 
二次災害
防止 

医療 

緊急輸送 

医療機関等 

 

 

・医師による死亡確認 

市町（消防） 

・危険物の漏洩等の場 
 合、現場の安全確認、 
 物質の特定、負傷者 
 等の移動、除染等必 
 要な措置の実施 
・危険物の漏洩等の場 
 合、必要に応じ、管 
 轄の警察署の協力を 
 得て、付近住民の避 
 難誘導を実施 
・必要に応じ、県に専 
 門家の紹介を要請 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

 

県警 

・消防と連携した物質 
 の特定等 
 
 
 
・危険物の漏洩等の場 
 合、必要に応じ、消 
 防と協力し、付近住 
 民の避難誘導を実施 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

・遺体の検分 
・遺体の身元確認 

県 

・消防と連携した物質 
 の特定等 
・必要に応じて、危険 
 物等に関する専門家、 
 専門機関等を消防機 
 関等に紹介等 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

・鉄道車両が道路をふ 
 さぎ、交通上支障が 
 ある場合には、必要 
 に応じて、建設業界 
 へ重機出動依頼 

国 

 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

 

鉄道事業者・発見者 

・危険物等の積載の有 
 無を消防本部、県警 
 等に報告[鉄道車両 
 の運転手・鉄道事業 
 者又は荷主] 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

・遺体の身元確認・遺 
 体仮収容所の選定、 
 被災者及び被災者の 
 家族に対する必要な 
 手配 
・死傷者名簿の作成 
・他の路線への振り替 
 え輸送、バス代行輸 
 送等の実施 
・鉄道車両が道路をふ 
 さいでいる場合等の 
 車両の撤去 
 [以上鉄道事業者] 

事項 

危険物等
への対策 

関係者へ
の情報の
伝達 

その他 
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（３）道路災害 

① 一般的な道路災害の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関等 

・事故等発生の通報の 
 受領 

 

・関係機関の密接な連携 

 

 

 

市町（消防） 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・被災状況の早急な把 
 握 

・現地指揮所等の設置 

・関係機関の密接な連携 
・消防相互応援協定締 
 結先への応援要請 

・応急救護所の設置 
・救助活動 
（高速道路での災害で 
 は、事故現場へのア 
 クセスに配慮した救 
 出活動を実施） 

・消火活動（消防） 
（トンネル内火災の場 
 合には、濃煙、熱気 
 等に配慮した消火活 
 動を実施） 

 

県警 

・事故等発生時の通報 
 の受理 
・事故発生地を管轄す 
 る警察署員等を現場 
 に派遣し情報収集 

・兵庫県警察大規模事 
 故災害対策本部（対 
 策室）の設置 

・関係機関の密接な連携 

・事故現場等の警戒警 
 備 
・救助活動 
 

 

・道路災害が通行量の 
 多い道路で発生した 
 場合その他被害が拡 
 大するおそれがある 
 場合、迅速な立入禁 
 止区域の設定、通行 
 者・通行車両等に対 
 する交通規制・避難 
 誘導の実施 
・山崩れ等による二次 
 災害防止のため、監 
 視員等を配置 

県 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 

・現地調査班の派遣 
・現地支援本部等の設 
 置 

・関係機関の密接な連携 
・必要に応じ、国、他 
 の都道府県、市町へ 
 の応援要請等 
・必要により自衛隊派 
 遣要請 

 

 

 

国 

・事故発生の通報の受 
 領・伝達 
・関係省庁連絡会議の 
 開催 

・非常災害対策本部の 
 設置 
・現地対策本部の設置 
・調査団の派遣 

・関係機関の密接な連携 
・広域緊急援助隊派遣 
・緊急消防援助隊派遣 
・自衛隊の派遣 

 

 

 

運転手・道路管理者・発見者 

・事故等の発生の通報 

 

・関係機関の密接な連携 

・車両の運転手等によ 
 る負傷者救護 
・道路管理者による救 
 助活動への協力 

・道路管理者による消 
 防機関と連携協力し 
 た消火活動 

・車両の運転手等によ 
 る危険防止措置 
・警察と連携した迅速 
 な立入禁止区域の設 
 定・交通規制の実施 
・救出活動にあたり、 
 山崩れ等による二次 
 災害防止のための監 
 視員の配置 
 [以上管理者] 

事項 

事故等の
発生 

組織の 
設置 

関係機関
等との連
携促進 

救助 

消火 

避難誘導
二次災害
防止 

医療機関等 

・要請に基づく医師、 
 救護班の派遣 
・事故現場でのトリア 
 ージ・医療活動 
・災害拠点病院（災害 
 医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）の消  
 防機関からの照会に 
 対する医療上の助言 

 

 

 

市町（消防） 

・現地救護所で重傷度 
 に応じた分類及び必 
 要な応急手当の実施 
・対応可能な医療機関 
 等への分散収容 
・医療機関と連携をと 
 った、医師、救護班 
 の派遣及び搬送先医 
 療機関の確保 

・危険物の漏洩等の場 
 合、現場の安全確認 
 、物質の特定、負傷 
 者等の移動、除染等 
 を実施 
・危険物の漏洩等の場 
 合、必要に応じ、管 
 轄の警察署の協力を 
 得て付近住民の避難 
 誘導を実施         
・必要に応じ、県に専 
 門家の紹介を要請 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

 

県警 

 

・消防と連携した物質 
 の特定等 
・危険物の漏洩等の場 
 合に、地域住民等の 
 避難誘導等の実施 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

・被災現場及び周辺地 
 域並びにその他の地 
 域における交通安全 
 施設の緊急点検の実 
 施 

県 

・市町から要請を受け 
 県立病院の救護班の 
 派遣。また、医療機 
 関に救護班の派遣を 
 要請等 
・必要に応じて県消防 
 防災ヘリ等による搬 
 送の実施 
・必要に応じて、多発 
 外傷、広範囲熱傷、 
 化学熱傷、化学物質 
 の中毒等に対応可能 
 な医療機関の消防、 
 医療機関等への紹介 

・消防と連携した物質 
 の特定等 
・必要に応じて、危険 
 物等の専門家、専門 
 機関等を消防機関等 
 に紹介等 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

・必要に応じた道路啓 
 開のための建設業協 
 会への重機出動依頼 

国 

・国立大学病院からの 
救護班の派遣 

・陸上自衛隊による医 
 療救護活動、負傷者 
 の搬送の実施 

 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

 

運転手・道路管理者・発見者 

 

・危険物等の積載の有 
 無を報告 
 [自動車の運転手] 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

・道路管理者による迅 
 速・的確な障害物の 
 除去、仮設等の応急 
 復旧活動 
・迂回路の設定 
 [管理者] 

事項 

医療 

危険物等
への対策 
（高速道
路での危
険物の流
出の場合
は別紙） 

関係者へ
の情報の
伝達 

その他 

 
当 
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② 高速道路での危険物流出の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関等 

・事故等発生の通報受 
 領 

 

・関係機関の密接な連携 
・県、消防、警察から 
 の要請を受けて応援 
 実施[関係団体] 
・消防本部等からの要 
 請に基づく応援 
 [高圧ガス地域防災 
 協議会加入防災事業 
 所] 

 

 

 

市町（消防） 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・事故状況確認、警察 
 への通報 

・現地指揮所等の設置 

・関係機関の密接な連携 
・消防相互応援協定締 
 結先への応援要請 
・現場指揮 
（出動した各機関は、 
 原則として、警察又 
 は消防の指揮の下に 
 活動。また、状況に 
 応じて協議を実施） 

・救助活動 
・多数の負傷者が発生 
 した場合、安全な場 
 所に現地救護所を設 
 置 

・火災・爆発鎮圧 

・警戒区域の設定 
・避難勧告 
（避難勧告は、毒性ガ 
 スの発生、火災の拡 
 大等付近住民に被害 
 が発生する場合に実 
 施） 
・周辺広報の実施 

県警 

・事故等発生時の通報 
 の受理 
・事故状況確認、消防 
 への通報 

・兵庫県警察大規模事 
 故災害対策本部（対 
 策室）の設置 

・関係機関の密接な連携 
・現場指揮所等での連 
 携 
・消防等関係機関と調 
 整して、任務分担を 
 行い、連携して現場 
 活動に当たる。 

・事故現場等の警戒警 
 備 
・救助活動 

 
 

 

・警戒区域の設定 
・避難勧告 
（避難指示を市町長等 
 が措置できないとき 
 又は市町長から要求 
 があったときに実施） 
・周辺広報の実施 

県 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・現場の状況により、 
 関係物質に関する情 
 報を入手し関係機関 
 に情報提供 

・現地調査班の派遣 
・現地支援本部等の設 
 置 

・関係機関の密接な連携 
・必要に応じ、国、他 
 の都道府県、市町等 
 への応援要請等 
・必要により自衛隊派 
 遣要請 

 

 

 

国 

・事故発生の通報の受 
 領・伝達 
・関係省庁連絡会議の 
 開催 

・非常災害対策本部の 
 設置 
・現地対策本部の設置 
・調査団の派遣 

・関係機関の密接な連携 

 

 

 

事業者・道路管理者・発見者 

・事故等の発生の通報 
・事故状況確認 
・関係機関が必要とす 
 る情報の提供 
 [以上事業者] 

 

・関係機関の密接な連携 

 

 

・警戒区域の設定 
（積載物質の毒性等の 
 性状、また火災の状 
 況等を考慮して設定） 
・周辺広報の実施 
 [以上管理者] 

事項 

事故等の
発生 

組織の 
設置 

関係機関
等との連
携促進 

救助 

消火 

避難誘導
二次災害
防止 

医療機関等 

・要請に基づく医師、 
 救護班の派遣 
・事故現場でのトリア 
 ージ・医療活動 
・災害拠点病院（災害 
 医療コーディネータ 
 ー）による、消防機 
 関からの問い合わせ 
 に応じた医療上の助 
 言 

 

・物質の特定応援 
・処理方法の確認応援 
・拡大防止の応援 
 [以上関係団体(日本 
 中毒情報ｾﾝﾀｰ等)] 

・資機材所在確認応援 
・資機材手配・運搬応 
 援 
・処理人員手配・派遣 
 応援 
・回収車両の手配・搬 
 送応援 
・処理実施応援 
 [以上関係団体] 

市町（消防） 

・現地救護所で重傷度 
 に応じた分類及び必 
 要な応急手当の実施 
・対応可能な医療機関 
 等への分散収容 
・医療機関と連携をと 
 った医師、救護班の 
 派遣及び搬送先医療 
 機関の確保 

 

・物質の特定 
・処理方法の確認 
・拡大防止 

・資機材所在確認 
・処理実施 
（積載物質の毒性等の 
 性状、また火災の発 
 生等を考慮しなが 
 ら、回収等の作業を 
 実施） 

県警 

 

・交通規制の実施 
（現場の状況により、 
 交通遮断及びｲﾝﾀｰﾁｪ 
 ﾝｼﾞ閉鎖を実施） 

・物質の特定 
・処理方法の確認 
・拡大防止 
（漏洩箇所の密閉等） 

・資機材運搬の誘導 
・処理人員の誘導 
・回収車両の誘導 
（回収車両は、積載物 
 質を積み替える必要 
 がある場合に、事業 
 者・管理者が運送業 
 者等を通じて手配） 

県 

・市町からの要請を受 
 け県立病院の救護班 
 を派遣。また、医療 
 機関に救護班の派遣 
 を要請等 

 

・物質の特定 
・処理方法の確認 
（物質の特定は、標 
 識、ｲｴﾛｰｶｰﾄﾞ、発送 
 元等の確認で実施） 

・資機材所在地確認 
（特殊な処理材等が必 
 要なときは、発送 
 元、製造メーカー等 
 に確認） 
・必要に応じ、資機材 
 の搬送に県消防防災 
 ヘリ等を活用 
（高速道路上での事故 
 のため、車両による 
 搬送が困難な場合 
 等） 

国 

・国立大学病院からの 
救護班の派遣 

・自衛隊の救護班の派 
 遣 

 

 

 

事業者・道路管理者・発見者 

 

・交通規制の実施 
 [管理者] 

・物質の特定 
・処理方法の確認 
・拡大防止 
 [以上事業者、管理 
 者] 

・資機材所在確認 
・資機材手配・運搬 
・処理人員手配派遣 
（処理に特殊技能を有 
 する人材が必要な時 
 には発送元製造メー 
 カー等に依頼） 
・回収車両の手配・派 
 遣 
・処理実施 
・事故車両撤去 
・水質汚染等を考慮し 
 た路面清掃等事後処 
 理 
 [以上事業者、管理 
 者] 

事項 

医療 

交通規制 

危険物等 
への対策 
（物質特 
定） 

（防除） 

医療機関等 

・事故等発生の通報受 
 領 

 

・関係機関の密接な連携 
・県、消防、警察から 
 の要請を受けて応援 
 実施[関係団体] 
・消防本部等からの要 
 請に基づく応援 
 [高圧ガス地域防災 
 協議会加入防災事業 
 所] 

 

 

 

市町（消防） 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・事故状況確認、警察 
 への通報 

・現地指揮所等の設置 

・関係機関の密接な連携 
・消防相互応援協定締 
 結先への応援要請 
・現場指揮 
（出動した各機関は、 
 原則として、警察又 
 は消防の指揮の下に 
 活動。また、状況に 
 応じて協議を実施） 

・救助活動 
・多数の負傷者が発生 
 した場合、安全な場 
 所に現地救護所を設 
 置 

・火災・爆発鎮圧 

・警戒区域の設定 
・避難勧告 
（避難勧告は、毒性ガ 
 スの発生、火災の拡 
 大等付近住民に被害 
 が発生する場合に実 
 施） 
・周辺広報の実施 

県警 

・事故等発生時の通報 
 の受理 
・事故状況確認、消防 
 への通報 

・兵庫県警察大規模事 
 故災害対策本部（対 
 策室）の設置 

・関係機関の密接な連携 
・現場指揮所等での連 
 携 
・消防等関係機関と調 
 整して、任務分担を 
 行い、連携して現場 
 活動に当たる。 

・事故現場等の警戒警 
 備 
・救助活動 

 
 

 

・警戒区域の設定 
・避難勧告 
（避難指示を市町長等 
 が措置できないとき 
 又は市町長から要求 
 があったときに実施） 
・周辺広報の実施 

県 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・現場の状況により、 
 関係物質に関する情 
 報を入手し関係機関 
 に情報提供 

・現地調査班の派遣 
・現地支援本部等の設 
 置 

・関係機関の密接な連携 
・必要に応じ、国、他 
 の都道府県、市町等 
 への応援要請等 
・必要により自衛隊派 
 遣要請 

 

 

 

国 

・事故発生の通報の受 
 領・伝達 
・関係省庁連絡会議の 
 開催 

・非常災害対策本部の 
 設置 
・現地対策本部の設置 
・調査団の派遣 

・関係機関の密接な連携 

 

 

 

事業者・道路管理者・発見者 

・事故等の発生の通報 
・事故状況確認 
・関係機関が必要とす 
 る情報の提供 
 [以上事業者] 

 

・関係機関の密接な連携 

 

 

・警戒区域の設定 
（積載物質の毒性等の 
 性状、また火災の状 
 況等を考慮して設定） 
・周辺広報の実施 
 [以上管理者] 

事項 

事故等の
発生 

組織の 
設置 

関係機関
等との連
携促進 

救助 

消火 

避難誘導
二次災害
防止 

医療機関等 

・事故等発生の通報受 
 領 

 

・関係機関の密接な連携 
・県、消防、警察から 
 の要請を受けて応援 
 実施[関係団体] 
・消防本部等からの要 
 請に基づく応援 
 [高圧ガス地域防災 
 協議会加入防災事業 
 所] 

 

 

 

市町（消防） 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・事故状況確認、警察 
 への通報 

・現地指揮所等の設置 

・関係機関の密接な連携 
・消防相互応援協定締 
 結先への応援要請 
・現場指揮 
（出動した各機関は、 
 原則として、警察又 
 は消防の指揮の下に 
 活動。また、状況に 
 応じて協議を実施） 

・救助活動 
・多数の負傷者が発生 
 した場合、安全な場 
 所に現地救護所を設 
 置 

・火災・爆発鎮圧 

・警戒区域の設定 
・避難勧告 
（避難勧告は、毒性ガ 
 スの発生、火災の拡 
 大等付近住民に被害 
 が発生する場合に実 
 施） 
・周辺広報の実施 

県警 

・事故等発生時の通報 
 の受理 
・事故状況確認、消防 
 への通報 

・兵庫県警察大規模事 
 故災害対策本部（対 
 策室）の設置 

・関係機関の密接な連携 
・現場指揮所等での連 
 携 
・消防等関係機関と調 
 整して、任務分担を 
 行い、連携して現場 
 活動に当たる。 

・事故現場等の警戒警 
 備 
・救助活動 

 
 

 

・警戒区域の設定 
・避難勧告 
（避難指示を市町長等 
 が措置できないとき 
 又は市町長から要求 
 があったときに実施） 
・周辺広報の実施 

県 

・事故等発生の通報の 
 受領・伝達 
・現場の状況により、 
 関係物質に関する情 
 報を入手し関係機関 
 に情報提供 

・現地調査班の派遣 
・現地支援本部等の設 
 置 

・関係機関の密接な連携 
・必要に応じ、国、他 
 の都道府県、市町等 
 への応援要請等 
・必要により自衛隊派 
 遣要請 

 

 

 

国 

・事故発生の通報の受 
 領・伝達 
・関係省庁連絡会議の 
 開催 

・非常災害対策本部の 
 設置 
・現地対策本部の設置 
・調査団の派遣 

・関係機関の密接な連携 

 

 

 

事業者・道路管理者・発見者 

・事故等の発生の通報 
・事故状況確認 
・関係機関が必要とす 
 る情報の提供 
 [以上事業者] 

 

・関係機関の密接な連携 

 

 

・警戒区域の設定 
（積載物質の毒性等の 
 性状、また火災の状 
 況等を考慮して設定） 
・周辺広報の実施 
 [以上管理者] 

事項 

事故等の
発生 

組織の 
設置 

関係機関
等との連
携促進 

救助 

消火 

避難誘導
二次災害
防止 
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（４）雑踏事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関等 

・事故発生の通報受領 

 

・関係機関の密接な連携 

 

 

・要請に基づく医師、 
 救護班の派遣 
・事故現場でのトリア 
 ージ・医療活動 
・災害拠点病院(災害医 
 療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)による、 
 消防機関からの照会 
 に応じた助言 

 

 

市町（消防） 

・事故発生の通報の受 
 領・伝達 
・早急な状況把握 

・現地指揮所等の設置 

・関係機関の密接な連携 
・消防相互応援協定締 
 結先への応援要請 

・現地救護所の設置 
・救助活動 

 

・応急救護所で重傷度 
 に応じた分類及び必 
 要な応急手当の実施 
・対応可能な医療機関 
 等への分散収容 
・医療機関と連携をと 
 った医師、救護班の 
 派遣要請及び搬送先 
 医療機関の確保 

 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

県警 

・事故発生時の通報の 
 受理 

・兵庫県警察大規模事 
 故災害対策本部（対 
 策室）の設置 

・関係機関の密接な連携 

・事故現場等の警戒警 
 備 
・救助活動 
 

・効果的な広報の実施 
 等による事故の拡大 
 防止 

 

・交通規制の実施 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

県 

・事故発生の通報の受 
 領・伝達 

・現地調査班の派遣 
・現地支援本部等の設 
 置 

・関係機関の密接な連携 
・必要に応じ国、他の 
 都道府県、市町への 
 応援要請等 

 

 

・市町からの要請を受 
 け県立病院の救護班 
 を派遣。また、医療 
 機関に救護班の派遣 
 を要請等 

 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

国 

・事故発生の通報の受 
 領・伝達 

 

 

 

 

 

 

 

行事等の主催者・発見者 

・事故の発生の通報 

 

・関係機関の密接な連携 
 [主催者] 

・緊急車両の進入路の 
 確保 
 [主催者] 

・事故の拡大防止 
 [主催者] 

・救護活動に必要な場 
 の確保 
・負傷者の搬出 
 [以上主催者] 

 

・関係機関が連携した 
 被災者の家族等への 
 情報提供 

事項 

事故等の
発生 

組織の 
設置 

関係機関
等との連
携促進 

救助 

被害の拡
大防止 

医療 

交通規制 

関係者へ
の情報伝
達 
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（５）海上災害 

① 海難による人身事故 

（遭難者、行方不明者、死傷者等の数が多く、国の機関の通常の体制では対応不可能な場合を想定） 

事 項 船 長 等 国 県 沿岸市町等 

海難の発生 

 

 

 

・最寄りの海上保安

本部の事務所、警察

署等への通報 

 

・海上保安本部による被害

規模等の情報収集 

・海上保安本部から県等へ

の情報連絡 

 

 

・海上災害対策本部及び地

方本部設置 

 

 

・沿岸市町の災害対策本部

の設置 

捜索活動 

 

 

 

 

 

・海上保安本部のヘリ等に

よる捜索活動 

 

・海上保安本部等と連携を

とった県、県警ヘリ等に

よる捜索活動 

・沿岸海域を中心とする沿

岸市町の捜索活動 

 

救助・ 

救急活動 

 

・救助・救急活動 

 

 

・海上保安本部による、県

及び沿岸市町等と連携

した救助・救急活動 

・海上保安本部等と連携し

た救助・救急のための

県、県警ヘリの出動 

・沿岸海域を中心とする沿

岸市町の救助・救急活動 

医療活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海上保安本部から沿岸の

関係市町への医療活動

要請 

 

 

 

 

 

 

 

・沿岸の関係市町からの要

請による県立病院の救

護班の派遣又は医療機

関への救護班の派遣要

請 

 

 

 

 

 

 

・沿岸の関係市町は医師の

確保を行い救護班を編

成し、負傷者等の医療・

救護措置を実施 

・沿岸の関係市町は必要に

応じて、県に対して、県

医師会、日本赤十字社兵

庫県支部等の派遣を要

請 

・要請に基づく医療機関の

医療・救護活動 

消火活動 

（必要な場合に

応じて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海上保安本部による沿岸

市町の消防機関と連携

した消火活動 

・消防庁による緊急消防援

助隊の派遣 

 

 

・消防庁を通じての他の都

道府県の消防機関への

応援要請 

 

 

 

 

・沿岸市町による消火活動 

・沿岸市町は、必要に応じ、

広域消防応援協定締結

消防機関へ応援依頼 

・沿岸市町は、必要に応じ、

県に対して県外の消防

機関の派遣を要請 

緊急輸送活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海上保安本部は、必要に

応じて、緊急輸送を円滑

に行うための船舶交通

の制限又は禁止 

・神戸運輸監理部は県から

の要請に基づく緊急輸

送車両又は船舶の調達

又はあっせん 

 

 

・県警察本部は、緊急度、

重要度を考慮して、交通

規制を行い、迅速に負傷

者や救援物資の緊急輸

送活動を展開 

・県は、沿岸の関係市町と

ともに、必要に応じて、

航空機の臨着場及び緊

急物資の搬入・搬出等に

関する職員を手配 

・沿岸の関係市町は被害の

状況に応じて、車両等の

確保・配置 

（困難な場合には県に対

して調達のあっせん依

頼） 

 

 

 

 

 

（注）その他、県知事等の要請に基づく自衛隊による捜索、救助・救急、医療、消火、緊急輸送活動等 
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② 重油等の流出事故の場合 

（通常の防除体制では、すべての重油等を海上で回収することが不可能な場合を想定） 

事 項 
船長等の 

防除義務者 
国 県 沿岸市町等 

大規模な重油等

の流出事故の発

生 

 

 

 

 

・防除措置の実施 

・最寄りの海上保安

本部の事務所、警察

署等への通報 

 

 

・海上保安本部から県等に

情報連絡 

・海上保安本部による防除

義務者に対する防除作

業の指導 

・防除資機材の調達 

・情報収集 

・海上災害警戒本部設置の

準備 

・防除関係者への情報提供 

 

 

 

 

 

・防除関係者は出動待機 

 

 

発災海域におけ

る防除措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海上保安本部は、緊急に

防除措置をとる必要が

ある場合、指定海上防

災機関に指示、及び自ら

防除を行うとともに、関

係機関等に協力要請 

 

 

 

 

 

 

・指定海上防災機関は、

海上保安庁長官の指示

を受けた場合、又は船舶

所有者の委託を受けた

場合に、防除措置を実施 

 

（陸岸に漂着す

る可能性がある） 

 

 

 

 

 

・ヘリによる航空監視 

 

 

・海上災害警戒本部及び地

方本部設置 

・防除資機材の調達 

 

・沿岸市町の災害対策警戒

本部設置 

・沿岸市町による防除資機

材の調達 

（陸岸に漂着可

能性大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海上災害対策本部及び地

方本部設置 

・県民局等による陸岸のパ

トロール 

・沿岸市町災害対策本部設

置 

・沿岸市町による陸岸のパ

トロール 

沿岸海域におけ

る防除対策 

 

 

 

 

 

 

・海上保安本部の沿岸海域

における防除作業 

 

 

・海上保安本部からの要請

を受けた場合又は知事

が必要と認めた場合の

必要な対応 

・流出油災害対策協議会会

員等による沿岸海域で

の防除作業 

 

陸岸における回

収作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・知事の派遣要請を受けた

自衛隊の陸岸における

回収作業や資機材の無

償貸与又は譲与 

 

 

・回収方針策定 

・沿岸市町の回収作業計画

の総合調整 

・災害救援専門ボランティ

アの派遣 

・ボランティアの紹介窓口

設置 

・必要により、自衛隊への

派遣要請 

・必要に応じ、国や他府県

への資機材提供要請又

は民間からの買上げ、あ

っせん 

・沿岸市町による回収作業

計画の策定 

・沿岸市町による回収作業 

・沿岸市町によるボランテ

ィアの受入窓口の設置 

 

 

 

 

 

 

 

回収後の処理 

 

 

(産業廃棄物の場合)

船舶所有者は、県の指

導を受け、収集、運搬、

処分を実施 

 

 

 

(産業廃棄物の場合) 

収集、運搬、処分について、

船舶所有者を指導 
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（６）原子力災害 

① 県外原子力事業所（福井県内の原子力発電所等）事故災害の場合 

事  項 
原子力 
事業者 

国・立地県 兵庫県 市町 

警戒事態 
（警戒事象の
発生） 

・事象発生の通報      
 
 

・原子力規制庁・内閣
府原子力事故合同
警戒本部の設置 

・緊急時モニタリン
グの準備 

〔ＰＡＺ〕 
・施設敷地緊急事態

要避難者の避難・屋
内退避準備開始 

  

施設敷地緊急
事態 
（特定事象の
発生） 

・原子力事業者と
しての緊急事態
応急対策の実施 

・原子力規制庁・内閣
府原子力事故合同
対策本部の設置 

・緊急時モニタリン
グの開始 

〔ＰＡＺ〕 
・施設敷地緊急事態

要避難者の避難開
始・屋内退避 

・住民の避難準備開
始 

〔ＵＰＺ〕 
・屋内退避の準備 

・災害警戒本部の設置 
 
・ＰＡＺからの県外避

難の受入準備 

・災害警戒本部の
設置 

・ＰＡＺからの県
外避難の受入準
備 

全面緊急事態 
（原子力緊急
事態の発生） 

・原子力災害対策本部
の設置 

・原子力災害合同対策
協議会の開催 

〔ＰＡＺ〕 
・住民の避難開始 
〔ＵＰＺ〕 
・屋内退避 

・災害対策本部の設置 
 
・ＰＡＺからの県外避 

難の受入れ 
・ＵＰＺからの県外避

難の受入準備 
 
 
 

・災害対策本部の
設置 

・ＰＡＺからの県
外避難の受入れ 

・ＵＰＺからの県
外避難の受入準
備 

〔ＵＰＺ外〕 
・状況により屋内退避

指示 

〔国の指示により〕 
・県民等への伝達 
・住民の生活支援 

〔国の指示により〕 
・住民の屋内退避

指示 
・住民の生活支援 

 数 時 間 以
内 

・緊急時モニタリ
ング支援 

・緊急時モニタリング 
・ＯＩＬ１超地域特定 
〔ＯＩＬ１超地域〕 
・避難指示 

・広域避難の受入調整  
 
〔ＯＩＬ１超地域〕 
・避難指示 

１日以内 ・避難退域時検査
支援 

・ＯＩＬ２超地域特定 
 
〔ＯＩＬ１超地域〕 
・避難の実施 

・広域避難の受入調整 
 
〔ＯＩＬ１超地域〕 
・避難退域時検査実施 
・被ばく傷病者等の搬
送 

・広域避難の受入
れ 

〔ＯＩＬ１超地域〕 
・避難の実施 
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事  項 
原子力 
事業者 

国・立地県 兵庫県 市町 

 数日以内  飲食物の放射性核種
度を測定する区域の
特定 

  

 １ 週 間 以
内 

 飲食物の放射性核種
度の測定・分析、摂取
制限の実施 

・広域避難の受入調整 
 
〔ＯＩＬ２超地域〕 
・避難退域時検査実施 
・一時移転の支援 
(輸送手段の手配等） 

〔ＯＩＬ２超地域〕 
・一時移転の実施 

応急対策の実
施 
 
 
 
 
 
 
 

・放射性物質に
よ る 汚 染 の
除去 

〔必要に応じ〕 
・国民への的確な情

報の伝達 
・原子力災害医療の

実施 

〔必要に応じ〕 
・モニタリングの強化 
・災害広報の実施 
・各種相談の実施 
・交通の確保対策 
・飲食物の摂取制限等 
・放射性物質による

汚染の除去に係る
協力 

〔必要に応じ〕 
・モニタリングの

強化 
・災害広報の実施 
・各種相談の実施 
・要配慮者対策の

実施 
・飲食物の摂取制

限等 
・放射性物質によ

る汚染の除去に
係る協力 
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② 放射性物質の輸送中の事故、放射性物質取扱施設における事故等の場合 

事 項 事業者等 市町・消防本部 兵庫県 国 

事故等 
の発生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・事故等発生の通報 
 

  
 
消防本部 

 
警察 
災害対策センター 

【核燃料物質の場合】
原子力規制庁 
 

・緊急措置 
 ・立入制限区域設定 

・消火・延焼防止 
 ・救出 
 ・避難等の危険時の 

措置  
 ・緊急時モニタリン

グ 

・施設データの確認 
・消防隊・救急隊出動 
（放射線防護装備） 
 
 
 
 

・事故対応 
・交通規制 
 
 
 
 
 
 

・放射性物質事故対策
会議の開催 

 
 
 
 
 

放射線 
検出 
 
 
 
 
 

・放射線測定結果の 
報告 

 

  
 

消防本部 

  
警察 

 災害対策センター 

 原子力規制庁 

・立入制限区域設定 
・遮へい 
・放射能汚染の拡大防

止・除去 
 
 
 
 

・消防警戒区域の設
定 

・放射線検出活動 
・放射線危険区域及

び準危険区域の設
定 

・消火活動 
・救助・救急活動 

・災害警戒本部の設置 
 
 
 
 
 

【特定事象の場合】 
・関係省庁事故対策連

絡会議の開催 
・専門家の現地派遣 
・資機材の動員 
 
【原子力緊急事態に
至った場合】 

・原子力緊急事態宣言
の発出 

・原子力災害対策本部
及び現地対策本部
の設置 

・緊急事態応急対策の
実施（モニタリング
の支援、実動部隊の
派遣、放射線医療の
実施、飲食物摂取制
限等） 

・事故発生場所周辺の
住民避難等防護措
置の指示 

 
 

【住民等に防護措置
が必要となる場合】 

・住民等の安全確保 
(広報・避難誘導等） 

・災害対策本部の設置 
 
 
 

被ばく 
傷病者 
等の 
発生 
 
 

・被ばく傷病者等の応
急措置 

・汚染検査・除染 
 (関係者、周辺環境） 
・汚染物の保管 
 
 

・傷病者等の汚染検
査 

・除染措置 
・消防隊員の汚染検

査 
・除染及び被ばく状

況の記録 
・汚染の除去に関す

る協力 
 
〔必要に応じ〕 
・専門家派遣の要請 
・消防県内応援の要

請 
・緊急消防援助隊要

請 
・自衛隊派遣の要求 
・避難所の開設・運営 
・飲食物の摂取制限 
・医療・健康等各種相

談の実施 等 

・周辺環境のモニタリ
ングの実施・公表 

・汚染検査・除染に関
する協力 

・災害広報の実施 
・各種相談の実施  
 
〔必要に応じ〕 
・消防県内応援の調整 
・緊急消防援助隊要請 
・自衛隊の派遣要請 
・避難住民への支援 

等 
 

※特定事象、原子力緊急事態は核燃料物質が対象。 
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③ 放射性物質の不法廃棄等 

事 項 発見者・施設管理者 市町・消防本部 兵庫県 国 

放射線 

の検出 

 

・発見の通報 

 

  

 

消防本部 

 

警察 

災害対策センター 

原子力規制庁 

 

防護措置 

の実施 

 

 

 

 

 

 

・放射性物資の存在

の周知 

・周囲への立入禁止

措置 

 

〔事案に応じて〕 

・消防隊・救急隊出動 

 （放射線防護装備） 

・放射線検出活動 

・放射線危険区域及び

準危険区域の設定 

・救助・救急活動 

・原子力規制庁と対

応を協議 

・災害警戒本部の設

置 

 

〔事案に応じて〕 

・交通規制 

・状況の確認 

・必要な措置の

指示 

 

 

 

 

 【住民等に防護措置

が必要となる場合】 

・住民等の安全確保 

(広報・避難誘導等） 

・災害対策本部の設

置 

 

 

被ばく 

傷病者 

等の 

発生 

 

 

 ・傷病者等の汚染検査 

・除染措置 

・消防隊員の汚染検査 

・除染及び被ばく状況

の記録 

・汚染の除去に関する

協力 

 

〔必要に応じ〕 

・専門家派遣の要請 

・消防県内応援の要請 

・緊急消防援助隊要請 

・自衛隊派遣の要求 

・避難所の開設・運営 

・飲食物の摂取制限 

・医療・健康等各種相

談の実施 等 

・周辺環境のモニタ

リングの実施・公表 

・汚染検査・除染に関

する協力 

・災害広報の実施 

・各種相談の実施 

 

〔必要に応じ〕 

・消防県内応援の調

整 

・緊急消防援助隊要

請 

・自衛隊の派遣要請 

・避難住民への支援 

等 
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第２章 迅速な災害応急活動体制の確立 

 

⚫ 航空機事故、鉄道事故、道路災害事故、危険物事故、海上災害、原子力災害等

の重大事故が発生した場合の対策計画を策定する。 

⚫ 赤穂市事故対策本部の設置及びその組織、活動内容等の具体的な計画を定め

る。 

⚫ 事故による被害の規模が大きく、長期にわたり本格的な対応が必要となる場

合は赤穂市災害対策本部体制へ移行する。 

■章の構成 

第２章  

迅速な災害応急活動 

体制の確立 

 

 

 

第１節 赤穂市事故対策本部の設置 

第２節 動員配備 

第３節 情報の連絡系統 

第４節 通信手段の確保 

第５節 被害情報の収集及び報告 

第６節 防災関係機関の応援等 



第５編  大規模事故災害応急対策計画 

第２章 迅速な災害応急活動体制の確立 

5-14 

第１節 赤穂市事故対策本部の設置 

 

 責 任 者  危機管理監、消防長 

担 当   各部長 

 関係機関  各項目に記載 

 

１ 赤穂市事故対策本部の設置 

市長は、航空機事故、鉄道事故、自動車事故、危険物等の火災事故や爆発事故、大規模

林野火災、海上事故、油等の流出事故、放射性物質の漏洩（運搬中の事故や不法廃棄等を

含む。）、県外原子力災害、雑踏事故等の突発重大事故により、相当数の死傷者が出るな

ど、次の基準に該当する場合、赤穂市事故対策本部を設置する。 

なお、事故対策本部の設置を受けて、本部事務局は庁内各部各班との連絡体制を強化す

るとともに、防災関係機関や事業者等との連携・協力体制を確立する。 

（１）設置・廃止基準 

① 設置基準 

ア 災害救助法の適用基準に達するおそれがあるとき 

イ 災害が発生し、又は発生のおそれがあり、特に災害応急対策を実施する必要があ

るとき 

② 赤穂市災害対策本部への移行 

災害救助法の適用基準に達した場合、又は事故による被害規模が大きく、長期にわ

たり、かつ本格的な災害対策が必要であると市長が判断した場合には、赤穂市災害対

策本部を設置する。 

なお、赤穂市災害対策本部が設置された場合は、第３章に準じた災害応急対策を実

施する。 

③ 廃止基準 

ア 災害の危険が解消したと認めるとき 

イ 災害応急対策がおおむね終了したと認めるとき 

ウ 赤穂市災害対策本部が設置されたとき 

（２）設置場所 

赤穂市事故対策本部の設置場所は、市役所本庁舎３階303会議室とする。 

（３）組織及び事務分掌 

① 本部長 

ア 本部長には市長が当たる。 

なお、市長不在時は、次の順位で代行する。 
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⚫ 第１ 副市長 

⚫ 第２ 教育長 

イ 本部長は赤穂市事故対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

② 副本部長 

ア 副本部長には副市長・教育長が当たる。 

イ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

③ 本部員 

ア 本部員は、危機管理監、総務部長、市長公室長、建設部長、産業振興部長、消防長、

市民病院事務局長の職にある者をもって充てる。 

ただし、事故の種類、規模等により、本部長が必要と認める場合は、他の部長の中

から本部員を指名することができる。 

イ 本部員は、本部長の命を受け赤穂市事故対策本部の事務に従事する。 

④ 本部会議 

本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。 

本部長 副本部長 本 部 員 

市 長 
副市長 

教育長 

危機管理監、総務部長、市長公室長、建設部長、 

産業振興部長、消防長、市民病院事務局長、 

本部長が必要と認める部長 

ア 本部会議の協議事項 

⚫ 本部の動員配備態勢の切替及び廃止に関すること 

⚫ 災害情報、被害状況の分析とそれに伴う対策活動の基本方針に関すること 

⚫ 本部長の市民に対する避難指示に関すること 

⚫ 災害救助法の適用に関すること 

⚫ 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること 

⚫ 他の地方公共団体に対する応援要請に関すること 

⚫ 災害対策に要する経費の処置方法に関すること 

⚫ その他の災害に関する重要な事項 

イ 本部会議の開催 

⚫ 本部会議は、特別な指示がない限り、市役所本庁舎３階303会議室で開催する。 

⚫ 各本部員は、それぞれの所管事項について会議に必要な資料を提出しなけれ

ばならない。 

⚫ 各本部員は、必要により班長、その他所要の班員を伴って、会議に出席するこ

とができる。 

⚫ 各本部員は、会議の招集が必要と認めるときは、本部長にその旨を申し出

る。 

ウ 各部連絡員 

⚫ 各部の連絡員（部内の総括及び連絡調整担当）は、各部所管の被害状況、応急
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対策の実施状況、その他災害対応活動に必要な情報のとりまとめ及び本部長

の指令等を所属の部に伝達する任務に当たる。 

⚫ 各部の連絡員は、必要に応じて本部長の命により、所定の場所に常駐する。 

エ 決定事項の周知 

会議の決定事項のうち、本部長又は各本部員が班員に周知を要すると認めたもの

については、各本部員は、速やかにその徹底を図る。 

⑤ 事務分掌 

赤穂市事故対策本部の組織は、原則として、次のとおりとする。 

ただし、事故の種類、規模等により、本部長が必要と認める場合には、他の部を配備

することができる。 

ア 赤穂市事故対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 各部の編成及び事務分掌 

各部の編成及び事務分掌は、赤穂市災害対策本部設置時に準じる。 

なお、災害の状況により、必要に応じて、現地災害対策本部を設置する。 

（参照）資料編資料集3-2 各部の編成並びに事務分掌（P資料-91～99） 

副
本
部
長
（
副
市
長
、
教
育
長
） 

赤
穂
市
事
故
対
策
本
部
長
（
市
長
） 

指
揮
本
部
（
危
機
管
理
監
） 

本
部
総
務
班
、
情
報
班
、
監
視
班
、
広
報
班
、
本
部
協
力
班
、 

現
地
対
策
班 

 

建設部 

建 設 部 長 

建設総務班、建設資材班、輸送班、 

工務第１班、工務第２班、 

建設施設管理班 

消防本部 

消 防 長 

消 防 団 長 

市民病院総務班、市民病院施設管理班、

救護班 

消防総務班、通信指令班、消防資材班、 

警防班、救急班、消防調査班 

本部長が必要と認

める部 

 

本部班 
市長公室 

市 長 公 室 長 

総務班、管理班、総務調査班、

協力班 

総務部 

総 務 部 長 

産業振興部 

産業振興部長 

産業振興総務班、産業振興工務班、 

調査第１班、調査第２班 

市民病院 
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第２節 動員配備 

 

 責 任 者  危機管理監 

担 当   各部長 

 関係機関  各項目に記載 

 

動員基準は事故の状況等を勘案して段階的な計画を図る。 

大規模事故等は突発的に発生するが、段階的・波状的に被害が拡大することから、状況

に応じ動員を拡大することとし、原則として動員方法は招集とする。 

１ 職員の配備態勢 

災害に対処するため、市長（赤穂市事故対策本部長）は、災害の状況により、別に示す

非常配備態勢のうち必要な態勢をとる。 

なお、市長（赤穂市事故対策本部長）は、災害の状況その他により必要があると認めたと

きは、特定の部、又は課（班）に対し、種別の異なる非常配備態勢を指令することができる。 

２ 動員の方法 

（１）勤務時間中における動員 

指揮本部本部総務班（危機管理担当課長）の要請により、総務部管理班（人事課長）は、

庁内放送及び庁内電話により、職員に動員の伝達を行う。 

庁内放送及び庁内電話が使用できないときは、総務部管理班（人事課長）は課員の使送に

より、各部の総務班長へ動員の伝達を行う。 

動員の伝達を受けた各部の総務班長は、各班に伝達し、各班長は職員及び所管する出先

機関に伝達する。 

（２）勤務時間外における動員 

指揮本部本部総務班（危機管理担当課長）は、「職員招集連絡体制」に基づき、各部の

総務班長を通じ、電話連絡により動員の伝達を行う。 

（３）動員の報告 

赤穂市事故対策本部の総務班長は、出先機関も含めた職員の動員状況を速やかに把握

し、総務部管理班（人事課長）に登庁人員数等を報告する。 
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３ 職員の動員配備 

赤穂市事故対策本部が設置されたときの動員配備は、次のとおりである。 

① 赤穂市事故対策本部の本部員は、直ちに所定の場所において災害応急対策に当たる。 

② 赤穂市事故対策本部の職員は、速やかに勤務場所又はあらかじめ指示された場所に

おいて、災害応急対策に当たる。 

③ 災害の状況により、所定の場所に参集できない職員は、所属長にその旨を報告する

とともに、本庁又は最寄りの公民館・学校に参集し、所定の場所に参集可能となるま

での間、当該施設長又は所属長等の指示に従い、災害応急対策に当たる。 

４ 職員の服務 

職員は、赤穂市事故対策本部が設置された場合は、次の事項を遵守する。 

① 原則として、勤務時間の内外を問わず、直ちに各所属で配備に就く。 

② 勤務時間外に配備の命令を受けた場合において、職員自身又は家族の被災等のため

配備に就くことができないときは、直ちにその旨を所属長に連絡する。 

③ 勤務時間外に配備の命令を受けた場合において、居住地の周辺で大規模な被害が発

生し、自主防災組織等による人命救助活動等が実施されているときは、これに参加し、

その旨を所属長に連絡する。 

ただし、赤穂市事故対策本部員及び班長等は、これに関わらず、直ちに配備に就く。 

④ 勤務時間外に配備の命令を受けた場合において、交通機関の途絶等のため各所属に

赴くことができないときは、それぞれ、あらかじめ定めた最寄りの本市の機関に赴き、

その機関の長の指示に従って職務に従事する。 

ただし、赤穂市事故対策本部員及び班長等は、これに関わらず、直ちに配備に赴く。 

⑤ 勤務時間外に配備の命令を受けた場合においては、居住地の周辺及び各所属に赴く

途上の地域の被害状況等を注視し、これを随時、所属長又は指揮本部本部総務班に連

絡する。 

この場合において、各所属長は、各職員からの連絡で得た情報を速やかに指揮本部

本部総務班へ報告する。 

⑥ 災害対応に当たる職員は、自身の安全確保に留意する。 
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■非常配備態勢一覧 

区 分 動員配備の基準 配備内容 備考 

第１号 

配備態勢 

1 大規模な事故等が発生し、被

害が火災・災害等即報要領の

即報基準に達した場合 

2 大規模な事故等が発生し、そ

の状況を勘案して必要がある

と認められるとき 

少数の人員を配備

し、主として情報連

絡に当たる態勢 

 

 

 

市長（赤穂市事故

対策本部長）は、

災害の状況から

必要と認めると

きは、風水害応急

対策計画に準じ

て配備態勢を決

定する 

 

 

 

 

第２号 

配備態勢 

1 大規模な事故等が発生し、被

害が火災・災害等即報要領の

直接即報基準に達した場合 

2 災害救助法の適用基準に達す

るおそれがある場合 

所属人員のおおむね

５割以内の人員を配

備し、防災活動に当

たる態勢 

 

(注) 災害発生の場合、配備態勢につかない職員は、勤務時間内外にあっても自ら災害に関する

情報の把握に努め、所在を明らかにしておく等、常に配備につける態勢を整えておくものと

する。 

 

 

 



第５編  大規模事故災害応急対策計画 

第２章 迅速な災害応急活動体制の確立 

5-20 

第３節 情報の連絡系統 

突発的な大規模事故災害の情報は、各種災害事象別に、以下の手順で入手する。 

なお、事故災害の状況により、赤穂市事故対策本部が設置された場合、赤穂市事故対策

本部は、事故に関する情報、被害情報、応急対策に関する情報、復旧対策に関する情報等

を総合的・一元的に管理する。 

１ 航空災害の連絡系統図 

市域において航空機事故による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報等

の伝達系統は次のとおり。 

■航空災害の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤穂市 
消防本部 

赤穂市 
(事故対策本部) 

兵庫県 
危機管理部等 

兵庫県 
警察本部 

海上保安本部 

官邸 
(内閣情報調査室) 

119番 110番 
118番 

発見者 航空運送事業者 

国土交通省 

消防庁 警察庁 
海上保安庁 

内閣府 
防衛省 

関係省庁 

西播磨県民局 
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２ 鉄道災害の連絡系統図 

市域において鉄道事故による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報等の

伝達系統は次のとおり。 

■鉄道災害の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤穂市 
消防本部 

赤穂市 
(事故対策本部) 

兵庫県 
危機管理部 

兵庫県 
警察本部 

官邸 
(内閣情報調査室) 

119番 110番 

発見者 鉄道事業者 

近畿運輸局 

消防庁 警察庁 内閣府 

関係省庁 

国土交通省 

 
西播磨県民局 
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３ 道路災害等の連絡系統図 

市域において、道路構造物の被災等による災害、歩道上等における雑踏事故等の道路に

係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報等の伝達系統は次のとおり。 

（１）道路災害の連絡系統 

■道路災害の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

赤穂市 
消防本部 

赤穂市 
(事故対策本部) 

兵庫県 
危機管理部 

兵庫県 
警察本部 

官邸 
(内閣情報調査室) 

119番 110番 

発見者 道路管理者 

近畿地方整備局 

消防庁 警察庁 内閣府 

関係省庁 

国土交通省 

 
西播磨県民局 
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（２）歩道上等における雑踏事故等の道路に係る災害の連絡系統 

■歩道上における雑踏事故等の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤穂市 
消防本部 

赤穂市 
(事故対策本部) 

兵庫県 
危機管理部 

兵庫県 
警察本部 

119番 110番 

発見者、主催者 

発見者 

消防庁 警察庁 

 
西播磨県民局 
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４ 危険物等災害の連絡系統図 

市域において、危険物等の爆発、流出、漏洩等の災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合の情報等の伝達系統は次のとおり。 

■危険物等災害の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤穂市 
消防本部 

赤穂市 
(事故対策本部) 

兵庫県 
危機管理部 

兵庫県 
警察本部 

119番 110番 

責任者又は発見者 

関係機関 

消防庁 警察庁 

近隣市町 

→所管警察署等 →庁内関係課 

 
西播磨県民局 
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５ 原子力等災害の連絡系統図 

市域において、事業所外運搬災害や放射性物質不法廃棄事案等の原子力災害等が発生し、

又は発生するおそれがある場合の情報等の伝達系統は次のとおり。 

（１）核燃料物質等の事業所外運搬の場合 

■核燃料物質等輸送事故の連絡系統 

 

 

 

 

 
赤穂市 
消防本部 

赤穂市 
(事故対策本部) 

兵庫県 

119番 110番 
118番 

原子力防災管理者（原子力事業者） 

官
邸
（
内
閣
官
房
） 

国
土
交
通
省 

文
部
科
学
省 

経
済
産
業
省 

内
閣
府 

警
察
庁 

海
上
保
安
庁 

消
防
庁 

隣
接
市
町 

放射性物質輸送事故対策会議 

市民等 

兵庫県 
警察本部 

 
海上保安 
本部 
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（２）放射性同位元素等の事業所外運搬の場合 

■放射性同位元素等輸送事故の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民等 

赤穂市 
消防本部 

赤穂市 
(事故対策本部) 

兵庫県 
兵庫県 
警察本部 

119番 110番 

発見者（事業者等） 放射性同位元素取扱事業者 

消防庁 警察庁 国土交通省 文部科学省 

放
射
性
同
位
元
素
等
を
輸
送
す
る
車
両

に
お
い
て
火
災
が
発
生
し
た
場
合 

放射性物質輸送事故対策会議 

西播磨県民局 
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（３）放射性物質不法廃棄等事案が発生した場合 

■放射性物質不法廃棄等事案時の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤穂市 
消防本部 

赤穂市 
(事故対策本部) 

兵庫県 
兵庫県 
警察本部 

119番 110番 

事業者等（発見者を含む） 

消防庁 
原子力規制 
委員会 

警察庁 

西播磨県民局 

海上保安本部 

海上保安庁 

118番 
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第４節 通信手段の確保 

 

担 当 

責 任 者  危機管理監 

  各部長 

班  情報班、各部各班 

関係機関  各項目に記載 

 

１ 通信手段の確保 

（１）公衆電気通信 

① 指定電話 

本市及び防災関係機関は、災害情報通信に使用する指定電話を定め、窓口の統一を

図る。 

災害時においては、指定電話を平常業務に使用することを制限するとともに、指定

電話に通信事務従事者を配置し、迅速かつ円滑な通信連絡を確保する。 

なお、原則として、指定電話は、「災害時優先電話」を充てる。 

（参照）資料編資料集3-4 災害時優先電話一覧（P資料-102） 

② 連絡責任者 

本市及び防災関係機関は、災害時の防災関係機関相互の迅速かつ円滑な通信連絡を

確保するため、連絡責任者を定める。 

連絡責任者は、各所属及び関係機関相互の通信連絡を統轄する。 

（２）連絡員による通信 

① 赤穂市の各部 

本市の各部長、本部と各部との連絡体制を確保するため、連絡員を赤穂市事故対策

本部に派遣する。 

なお、本部に派遣された連絡員は、それ以降、赤穂市事故対策本部長の指揮下に入

る。 

② 防災関係機関 

防災関係機関は、本部との連絡のため、必要に応じ、連絡員を赤穂市事故対策本部に

派遣する。 

なお、連絡員は、連絡用無線機等を可能な限り携行し、所属の機関との連絡に当た

る。 
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（３）有線通信網の利用方法 

① ファクシミリ等の優先利用 

本部・本市各部出先機関・防災関係機関の指令の授受伝達及び報告等の通信連絡に

ついては、原則として、ファクシミリによる文書連絡によって行う。 

② 非常・緊急通話の利用 

加入電話による通話もしくは指定電話相互間の通話がいずれも不能もしくは困難な

場合は、非常又は緊急通話（電報）として、他に優先して取扱うよう請求し利用する。 

③ 警察・消防通信の利用 

ア 消防通信 

消防署に消防業務用として、消防専用回線を含む有線電話通信網が整備されてい

る。 

イ 警察有線電話通信網 

兵庫県警察本部を起点として、各警察署、各管下交番・駐在所を結ぶ警察有線電話

通信網を利用する。 

（４）有線通信が途絶した場合の措置 

① 兵庫県・隣接市町及び防災関係機関との連絡 

フェニックス防災システム、兵庫衛星通信ネットワーク・衛星電話を利用して行う。 

なお、停電に備え非常電源として非常用自家発電機を配置し、常時通信を確保して

いる。 

また、必要に応じ消防無線、警察無線、簡易無線、本部連絡員携帯無線機、伝令の派

遣等により行う。 

② 赤穂市各部（出先機関）との連絡 

本市出先機関及び災害現場等に出動している各部との連絡は、携帯電話、防災行政

無線、消防無線、警察無線、簡易無線、伝令の派遣等により行う。 
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第５節 被害情報の収集及び報告 

 

担 当 

責 任 者  危機管理監 

  各部長 

班  情報班、各部各班 

関係機関  各項目に記載 

 

１ 兵庫県、赤穂市、警察間の情報活動の緊密化 

① 情報の収集及び伝達は、兵庫県災害対策本部（兵庫県災害対策西播磨地方本部経由）と

赤穂市災害対策本部間のルートを基本として、警察署及び防災関係機関と緊密な連携の

もとに行う。また、被害情報は、新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）を活用

し、関係省庁等と共有する。 

② 赤穂市事故対策本部は、あらかじめ定める計画に基づき、現地に職員を派遣し、事故の

被害状況を調査し、速やかに情報収集する。 

③ 情報活動の緊密化のため必要に応じ警察署から警察官が、兵庫県災害対策本部から職

員が赤穂市事故対策本部に派遣される。 

④ 兵庫県災害対策本部に対する要請等は、指揮本部本部総務班においてとりまとめて実

施する。 

⑤ 兵庫県災害対策本部に対する報告は、指揮本部本部総務班においてとりまとめて実施

する。 

⑥ 本市は、消防無線等により、被害状況等の把握に努め、遅滞なく兵庫県及び関係機関に

通報する。 

⑦ 人的被害の数（死者・行方不明者の人数）の把握については、県等と密接に連携しなが

ら適切に行うほか、必要に応じ、収集した被災現場の画像情報を、兵庫県災害対策本部を

通して防災関係機関との共有を図る。 

なお、人的被害の数は、県が一元的に集約・調整する。 

⑧ 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した

場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象

外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に連絡する。 

⑨ 必要に応じて、航空機、無人航空機、巡視船、車両、ＳＡＲ衛星を含む人工衛星等の多

様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに、ヘリコプターテレビシステム、

ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による画像情報について

は、防災ＩｏＴシステム等を活用し、関係機関間で共有する。 
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２ 赤穂市事故対策本部における災害情報の収集・伝達 

（１）赤穂市事故対策本部における被害状況収集系統図 

 

 

 

 

被害状況の調査は、被害程度の認定基準により、被害状況をとりまとめ、兵庫県災害対策

本部で使用する被害状況の様式に従い、各部で作成し、本部事務局に報告する。 

（参照）資料編資料集3-5 被害の認定基準（P資料-103～106） 

（参照）資料編様式集3-1 被害の報告様式（P様式-1～5）   

（２）各部における情報収集 

■調査（報告）系統 

部 調 査 事 項 調 査 （報 告） 系 統 

指揮本部 

1 災害対策全般の調整 

2 災害全般の情報収集 

3 各部被害状況のとりまとめ 

指揮本部本部総務班 ← 各部総務班 

指揮本部情報班   ← 各部総務班 

指揮本部本部総務班 ← 各部総務班 

市長公室 本部長の特命事項の調査  

総務部 
1 市有財産の被害調査 

2 土地家屋の被害調査 

総務部管理班   ← 各部総務班 

総務部総務調査班 ← 自治会役員、市民等 

市民部 環境衛生施設の被害調査 市民部市民総務班 ← 市民施設管理班 

健康福祉部 
社会福祉施設、児童福祉施設

の被害調査 

                                       ← 市立施設 

健康福祉部健康福祉総務班 ← 救援協力班 

                                       ← 民間施設 

建設部 

1 土木関係の被害調査 

2 公共建物の被害調査 

3 建設関係（公営住宅）被害

調査 

4 公園等の被害調査 

建設部建設総務班 ← 工務第１・２班 ← 各部 

建設部建設総務班 ← 建設施設管理班 ← 市民 

                                   ← 住宅管理人 

 

 

産業振興部 
農林、水産、観光、商工関係

の被害調査 

             ← 産業振興工務班 

産業振興部産業振興総務班 

             ← 調査第１・２班 ← 市民 

教育委員会 教育関係の被害調査 
教育委員会教育総務班 ← 教育施設管理班 

           ← 市立各学校 ← 園、所、公民館 

上下水道部 上下水道施設の被害調査 

← 上下水道工務班、ポンプ場班 

上下水道部上下水道総務班 ← 各施設管理人 

                    ← 市民 

市民病院 
1 医療施設の被害調査 

2 人的被害調査 

                   ← 市民病院 

市民病院市民病院総務班 ← 病院 

                   ← 診療所 

消防本部 

1 災害関係の情報 

2 人の被害調査 

3 消防施設関係の被害調査 

                 ← 消防調査班 

消防本部消防総務班 

                 ← 市民 

 

本 部 長 

副 本 部 長 

指 揮 本 部 
本 部 総 務 班 

各 部 
総務班 

指 揮 本 部 
情 報 班 
（ 収 集 ） 

各班 市民 

(危機管理担当 ) (行政課) 
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（３）画像情報の収集 

本市は、原則として、火災・災害等が発生したときは、兵庫県が設置するヘリコプターテ

レビ電送システム等、又は消防本部が整備しているドローン及びＬｉｖｅ119映像通報シス

テム等を活用して、画像情報の収集に努める。 

（４）被害状況等の集約・整理 

指揮本部本部総務班は、各班の被害状況の報告を受けた場合、被害状況等の情報及び資

料を集約・整理するとともに、以下の方法により必要な情報（災害情報、避難状況等）を各

職員に伝達する。 

① 伝達手段 

ア 庁内放送 

イ 庁内メール 

ウ 赤穂市ホームページ 

② 集約・整理の注意事項 

被害状況等の集約・整理に当たっては、次の点に留意する。 

ア 確認された情報と未確認の情報（至急確認すべき情報）とを区別する。 

イ 確認された情報に基づき災害の全体像を把握する。 

ウ 応援要請等に係る情報を整理する。 

エ 情報の空白地帯を把握する。 

オ 被害が軽微な地区、又は被害がない地区を把握する。 

３ 兵庫県への災害情報の伝達系統 

本市は、大規模事故等による災害の発生を覚知したときは、その概況等をフェニックス防

災システム、兵庫衛星通信ネットワークシステム・衛星電話で、別に定める様式により、兵

庫県災害対策本部（県災害対策センター内に設置）へ遅滞なく報告する。 

なお、必要に応じ地図を添付した上で、被害状況及びとるべき防止措置並びに応援の必要

の有無等について、併せて報告する。 

（１）報告基準 

① 火災 

ア 交通機関の火災 

航空機、列車又は自動車の火災で次に掲げるもの。 

⚫ 航空機火災（火災発生のおそれのあるものを含む。） 

⚫ トンネル内の車両火災 

⚫ 列車火災 

イ その他 

特殊な対応態様の火災等の消防上特に報告の必要があると思われるもの。 

（例）消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 
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② 危険物等に係る事故 

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等の運搬に係る事故で、市民に影響

を与えるもの又はそのおそれがあるもの、その他大規模なもので、次に掲げるもの。 

ア 死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの（発生するおそ

れがあるものを含む。） 

イ 負傷者が５名以上発生したもの（発生するおそれがあるものを含む。） 

ウ 爆発により周辺に被害を及ぼしたもの（及ぼすおそれがあるものを含む。） 

エ 周辺地域の市民等が避難行動を起こしたもの 

オ 500キロリットル以上のタンクの火災・爆発又は漏えい事故 

カ 海上、河川への危険物等流出事故 

キ 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏えい事故 

ク その他、事故の発生形態、被害の態様から社会的に影響度が高いと認められるもの 

③ 救急・救助事故 

ア 死者５人以上の救急事故 

イ 死者が発生して、かつ死者及び負傷者の合計が30人以上の救急事故 

ウ 要救助者が５人以上の救助事故 

エ 覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要した救助事故 

オ その他社会的に影響度が高い救急・救助事故 

（例）列車・航空機・船舶に係る救急・救助事故 

⚫ 列車の衝突、転覆等による救急・救助事故 

⚫ バスの転落による救急・救助事故 

⚫ ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

⚫ 消防防災ヘリコプター、消防自動車等に係る救急・救助事故 

⚫ 不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において発

生した救急・救助事故 

⚫ 全国的に流通している食品の摂取、又は製品の利用による事故で他の地域にお

いて同様の事故が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握される救

急・救助事故 

④ 災害 

ア 災害救助法の適用基準に合致するもの 

イ 赤穂市災害対策本部を設置したもの 

ウ 災害による被害に対して、国の特別の財政的援助を要するもの 

エ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告の必要があると認められ

る程度のもの 

オ ア～ウに定める災害になるおそれのある災害 
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（２）収集すべき情報 

① 赤穂市 

ア 災害発生直後 

⚫ 人命危険の有無及び人的被害の発生状況 

⚫ 家屋等建物の被害状況 

⚫ 火災等の二次災害の発生状況及び危険性 

⚫ 避難の必要の有無及び避難の状況 

⚫ 市民の動向 

⚫ 道路、港湾、及び交通機関の被害状況 

⚫ 電気、水道、電話等ライフラインの被害状況 

⚫ その他災害の発生拡大防止措置上必要な事項 

イ その後の段階 

⚫ 被害状況 

⚫ 避難指示又は警戒区域の設定状況 

⚫ 避難所の設置状況 

⚫ 避難生活の状況 

⚫ 食料、飲料水、生活必需物資の供給状況 

⚫ 電気、水道、電話等ライフラインの復旧状況 

⚫ 医療機関の開設状況 

⚫ 救護所の設置及び活動状況 

⚫ 傷病者の収容状況 

⚫ 道路、港湾、及び交通機関の復旧状況 

ウ その他法令に定める報告等 

② 防災関係機関 

市内の防災関係機関は、その所管する施設等で被害が発生した場合は、必要に応じ地図

を添付した上で、被害状況、応急対策実施状況及び復旧見込みについて、兵庫県及び赤穂

市事故対策本部へ遅滞なく報告する。 

（３）災害情報の伝達手段 

ア 本市は、災害の発生を覚知したときは、速やかにフェニックス防災システムの端末機

器（以下「防災端末」という。）に情報を入力する。 

イ 兵庫県からの被害状況の把握のため、指定する時間ごとの報告を求められた場合に

は、関係機関の情報を精査の上、遅滞なく防災端末に入力する。 
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① 災害情報報告を行う場合は、必要に応じて有線もしくは無線電話又はファクシミリ等

も活用する。 

② 有線が途絶した場合は、兵庫衛星通信ネットワーク、ＮＴＴ西日本株式会社災害対策

用無線、警察無線等の無線通信施設等を利用する。 

また、必要に応じ、他機関に協力を求め、通信手段を確保する。 

③ すべての通信施設が不通の場合は、通信可能な地域まで職員を派遣する等、あらゆる

手段をつくして伝達する。 

（４）報告系統 

① 本市は、兵庫県に災害情報を報告する。 

また、本市の対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な災害が発生したときは、

速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収集に特に配慮し、迅速な報告に努める。 

なお、次の場合は、消防庁に対しても、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、

分かる範囲で報告する。 

ア 大型タンカー火災、港湾内のタンカー火災（火災発生のおそれのあるものを含む。） 

イ 海上、河川へ危険物等が流出したもの又は流出するおそれがあるもの 

② 兵庫県は、本市から災害情報の報告を受け、それをとりまとめて内閣総理大臣（窓口：

消防庁）に報告する。なお、報告すべき災害は、原則として、覚知後30分以内で可能な限

り早く、分かる範囲で報告する。 

③ 本市は、通信の不通等により兵庫県に報告できない場合及び緊急報告を要する場合、

内閣総理大臣（窓口：消防庁）に対して直接災害情報を報告する。 

ただし、その場合にも、本市は兵庫県との連絡確保に努め、連絡がとれるようになった

後は兵庫県に対して報告する。 

  

(注) 1 緊急を要する場合については、   線の伝達経路によることがある。 
2 兵庫県地方機関の所管に属さない事項については、本部において定める伝
達経路による。 

3 本部が設置されない場合も上図に準じる。 
 

赤穂市災害対策本部 

事務局 事務局 事務局 

連絡員 連絡員 

各 部 各 部 各 部 

兵

庫

県 

警
察
本
部 
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（兵庫県の連絡窓口） 
 

区 分 

回線別 
勤務時間内 勤務時間外 

○災害対策本部設置時 

災害対策本部事務局 

電話 078-362-9900（勤務時間内外とも） 

FAX 078-362-9911・9912（勤務時間内外とも） 

○災害対策本部未設置時 

災害対策課（災害対策班） 

電話 078-362-9330 078-362-9900 

FAX 078-362-9911・9912 078-362-9911・9912 

○西播磨県民局 

災害対策西播磨地方本部 

電話 0791-58-2100 0791-58-2112 

FAX 0791-58-2328 0791-58-2328 

（消防庁の連絡窓口） 
 

区 分 

回線別 

勤務時間内 

（平日 8:30～18:15） 

※応急対策室 

勤務時間外 

※宿直室 

ＮＴＴ回線 
電話 03-5253-7527 03-5253-7777 

FAX 03-5253-7537 03-5253-7553 

消防防災無線 
電話 9-90-49013 9-90-49102 

FAX 9-90-49033 9-90-49036 

地域衛星通信ネットワーク 
電話 87-048-500-90-43422 87-048-500-90-49102 

FAX 87-048-500-90-49033 87-048-500-90-49036 
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＜報告系統＞ 
 

報告 
区分 

 報告系統及び使用様式 
（〔 〕は様式、太線はフェニックス防災システムの情報経路を表す） 

緊
急
報
告 

 
ライフライン関係機関                    中央防災会議 
兵庫県防災ヘリ 
                              内閣府 
                             （内閣総理大臣） 
兵庫県地方機関〔庁舎緊急報告〕 
兵庫県各所属〔自宅及び出勤途上の状況報告〕   兵庫県(災害対策本部)   消防庁 
赤穂市〔庁舎緊急報告〕 
赤穂市（消防本部）         兵庫県（地方本部） 
 
（通報殺到時） 
 

災
害
概
況
即
報 

 
赤穂市〔災害概況即報（赤穂市→地方本部）〕 
 
 

兵庫県（地方本部）〔災害概況即報（地方本部 → 災害対策本部）〕 
 

兵庫県（災害対策本部）〔災害概況即報（兵庫県 → 消防庁）〕 
 
（兵庫県連絡の不能の場合） 

消防庁→内閣府（内閣総理大臣）→中央防災会議 
 

被
害
状
況
即
報 

 
赤穂市〔被害状況即報（赤穂市→地方本部）〕 
 
 

兵庫県（地方本部）〔被害状況即報（地方本部 → 災害対策本部）〕 
 

兵庫県（災害対策本部）〔被害状況即報（兵庫県 → 消防庁）〕 
 
（兵庫県連絡の不能の場合） 

消防庁→内閣府（内閣総理大臣）→中央防災会議 
 

災
害
確
定
報
告 

 
赤穂市〔災害確定報告（赤穂市→地方本部）〕 
      （文書） 
 

兵庫県（地方本部）〔災害確定報告（地方本部 → 災害対策本部）〕 
 

兵庫県（災害対策本部）〔被害確定報告（兵庫県 → 消防庁）〕 
 

（文書） 
消防庁    （内閣総理大臣） 

 

（注）1 本部が設置されない場合も上図に準じる。 

2 赤穂市は、兵庫県（地方本部）に連絡が取れない場合、又は緊急の場合は、直接兵庫県

（災害対策本部）に報告する。 

3 報告は、原則として防災端末とするが、それによりがたい場合は、衛星電話・ファクシ

ミリ等、最も迅速な方法で行う。 
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（５）報告の種類 

① 緊急報告 

ア 本市は、庁舎周辺の状況を兵庫県（災害対策本部、地方本部経由）に原則、フェニッ

クス防災端末で報告する。 

ただし、これによりがたい場合は、衛星電話、ファクシミリ等で報告する。 

報告内容は、庁舎周辺で覚知できる状況のみでよく、必ずしも数値で表せる情報であ

る必要はない。また、緊急の場合には口頭報告でさしつかえない。 

 

イ 本市は、直接即報基準に該当する災害が発生した場合は、第一報を兵庫県に対してだ

けでなく、消防庁に対しても、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる

範囲で報告する。 

ウ 本市は、火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防本部への通報（電話・

来庁を問わない。）が殺到した場合、直ちに消防庁、兵庫県（災害対策本部、地方本部

経由）それぞれに対し報告する。 

消防庁に対しては、兵庫県を経由することなく直接報告し、その旨兵庫県にも後で報

告する。 
 

報告内容は必ずしも具体的で被害状況を含んでいる必要はなく、通報受信状況の概

要で足りることとし、把握できている異常事象に係る情報があれば適宜補足する。 

報告は様式にこだわらず、原則として防災端末、又はそれによりがたい場合は衛星電

話やファクシミリ等最も迅速な方法で行う。 

 

② 災害概況即報（災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の

当初の段階で被害状況が十分に把握できていない場合） 

本市は、報告すべき災害を覚知したとき、直ちに第一報を兵庫県（災害対策本部、地方本

部経由）に報告し、災害の初期段階で被害状況が十分把握できていない場合には、速やか

に人的被害の状況、建築物の被害状況及び土砂災害の発生状況等の情報を収集し、被害規

模に関する概括的情報も含め、〔災害概況即報〕の様式により把握できた範囲から、逐次、

兵庫県（災害対策本部、地方本部経由）へ報告する。 

特に、災害が自らの対応力のみでは十分な対策を講じることができない規模であると

予想される場合は、至急その旨を兵庫県（災害対策本部、地方本部経由）へ報告する。 
 

災害規模に関する情報は必ずしも具体的な被害状況を含んでいる必要はなく、災害

規模を推定できるなんらかの情報で足りることとする。 

至急の報告は様式にこだわらず、原則としてフェニックス防災端末、又はそれにより

がたい場合は衛星電話やファクシミリ等最も迅速な方法で行う。 

 

③ 被害状況即報 

本市は、被害状況に関する情報を収集し、原則としてフェニックス防災端末、又はそれ

によりがたい場合は衛星通信やファクシミリ等最も迅速な方法で、〔被害状況即報〕の様

式により兵庫県（災害対策本部、地方本部経由）に報告する。 
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④ 災害確定報告 

本市は、応急措置完了後、速やかに兵庫県（災害対策本部、地方本部経由）に文書で災

害確定報告を行う。 

⑤ その他 

本計画に定めるほか、災害に関する報告事項については、災害報告取扱要領（昭和45年

4月10日付消防防第246号（令和5年5月消防応第55号にて一部改正））及び火災・災害等即

報要領（昭和59年10月15日付消防災第267号（令和7年4月消防応第44号にて一部改正））

により行う。 
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■報告の区分 

区

分 
基 準 状況・時期 内 容 系 統 手 段 様 式 

緊

急

報

告 

① 災害救助法の

適用基準に合致

する災害 

② 災害対策本部

を設置した災害 

③ 災害による被

害に対して、国

の特別の財政的

援助を要する災

害 

④ 災害の状況及

びそれが及ぼす

社会的影響等か

らみて特に報告

の必要があると

認められる程度

の災害 

⑤ ①から③に定

める災害になる

おそれのある災

害 

⑥ 交通機関の火

災 

⑦ 特殊な対応態

様の火災等の消

防上特に報告の

必要があると思

われるもの。 

⑧ 危険物等に係

る事故 

⑨ 原子力災害等 

⑩ 救急・救助事

故 

 

・災害が同

時多発 

・多くの死

傷者が発

生 

・被害通報

が殺到し

たとき 

・具体的内

容は不要 

・被害通報

受信状況 

・把握でき

ている情

報があれ

ば補足 

赤穂市  西播磨県民局(地方本部) 

     不 

     通 

            兵庫県災害対策課 

      不       (災対本部) 

      通 

              国(消防庁) 

兵庫衛星通信

ネットワーク

システム 

フェニックス

防災システム 

電話 

ファクシミリ 

様式にこ

だわらな

い 

災

害

概

況

即

報 

・報告すべ

き災害を

覚知した

とき直ち

に 

・特に災害

の規模が

赤穂市の

対応力を

越えると

予想され

るとき 

・人的被害

の状況 

・建築物の

被害状況 

・土砂災害

等の発生

状況 

・被害規模

に関する

概括的情

報（災害

の当初で

被害状況

が把握で

きた範囲

からでも

可） 

 

            

〃 

被害状況

報告 

被

害

状

況

即

報 

・兵庫県が

指定する

定時 

・内容が重

要と判断

される情

報を入手

したとき 

具体的災害

情報（様式

に準じる） 

赤穂市   西播磨県民局(地方本部) 

 

 

     兵庫県災害対策課(災対本部) 

 

 

          国（消防庁） 

兵庫衛星通信

ネットワーク

システム 

フェニックス

防災システム 

ファクシミリ 

被害状況

報告 

災

害

確

定

報

告 

・応急措置

完了後 

 

具体的災害

情報（様式

に準じる） 

文書 被害確定

報告 

（注）1 本部が設置されない場合も上表に準じる。 
   2 赤穂市は、西播磨県民局（地方本部）に連絡が取れない場合、又は緊急の場合は直接、兵庫県

災害対策課（災対本部）に報告する。   
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（６）各部から兵庫県への報告事項及び系統 

本市の各部から兵庫県への報告事項及び系統については、次に示すとおりである。 

■報告事項と系統 

報告事項 報告系統 

赤穂市の被害状況 赤穂市         西播磨地方本部事務局 

地方税減収状況 赤穂市         兵庫県対策本部事務局 

1 人、住家等被害調査 

2 火災による被害調査 
赤穂市         西播磨地方本部事務局 

社会福祉施設等の被害調査 赤穂市         龍野健康福祉事務所 

医療施設の被害調査 赤穂市         

地域保健医療情報センター 

（龍野健康福祉事務所） 

赤穂健康福祉事務所 

企業関係被害調査 赤穂市         西播磨県民局県民躍動室 

農地、農業用施設、農地海岸の被害

調査 
赤穂市         

光都農林振興事務所 

光都土地改良センター 

漁港関係施設の被害調査 赤穂市         姫路農林水産振興事務所 

林地荒廃防止施設の被害調査 赤穂市         光都農林振興事務所 

公共土木施設の被害調査（河川、 

海岸、砂防、道路、橋梁、港湾） 
赤穂市         光都土木事務所 

都市計画施設の被害調査 赤穂市         光都土木事務所 

1 公営住宅の被害調査 

 

2 その他建設関係の被害調査 

赤穂市         

 

赤穂市         

兵庫県まちづくり部公営住宅

整備課 

光都土木事務所 

水防関係の情報 赤穂市         
光都土木事務所 

光都土地改良センター 

教育施設の被害調査 

文化財の被害調査 
赤穂市教育委員会    播磨西教育事務所 

水道施設に関する情報 赤穂市         赤穂健康福祉事務所 

下水道施設に関する情報 赤穂市 兵庫県土木部上下水道課 

 

（７）フェニックス防災システムによる災害情報の報告 

本市は、災害の状況及び対応措置に関する情報をフェニックス防災システムにより、兵

庫県災害対策課（兵庫県災害対策本部）へ報告する。 

① 災害速報 

災害情報を把握（市民からの通報、パトロールでの覚知等）した機関は、速やかにフェ

ニックス防災システムの災害速報に入力する。 

当該機関は、本市への連絡に努めるとともに、本市は、フェニックス防災システムをモニ

ターし、市域の災害情報の一元的な把握に努める。 

個別事案や小規模な災害等については、災害速報への入力を制限しないが、それ以外に

ついては、報告要領により情報の優先順位を考慮する。 
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② 災害総括 

一定時間の経過（兵庫県下の数カ所で被害の発生を確認し、今後、拡大が予想される

段階になったとき）後、兵庫県災害対策課から西播磨県民局を通じ、市域の被害状況等

をとりまとめ、指定する時間までにフェニックス防災システムの災害総括で報告するよ

う求められた場合、本市は、指定された時間までに災害総括を入力する。 

（以後、原則として、おおむね３～４時間ごとに災害総括の報告を求められることがあ

る。） 

災害総括は、本市に一元化された市域の災害情報の総括表である。 

他の機関は検索により、情報を共有化し、情報に誤り・漏れ等があることを確認した場

合には、本市に連絡する。 

災害総括の情報の誤り・漏れ等の修正については、原則として、本市の次回の災害総括

の際に修正する。（ただし、災害対策上重大な影響を及ぼす誤り（例：死者数と負傷者数

を誤って記載した）については、次回の災害総括の前に修正する必要があるので、その都

度、兵庫県災害対策課と協議する。） 

＜参考＞フェニックス防災システム災害速報と災害総括の比較 

種 類 災害速報 災害総括 

入力機関 

最初に当該事案の発生を把握（覚知

）したフェニックス防災システム設

置機関 

原則として、赤穂市のみ 

入力時期 把握（覚知）の都度（直後）随時 兵庫県災害対策課が指定した時間内 

入力内容 当該事案の概要等 市域の災害の状況（とりまとめ） 

他機関への 

別手段での 

連絡の有無 

赤穂市及び対策を必要とする場合

には関係する機関に別途、連絡（電

話等）する。 

なし 

 

４ 被災者支援のための情報の収集・活用 

（１）市民からの問合せに対する回答 

円滑な被災者支援のための情報の収集及び活用を図るため、本市は、必要に応じ、発災後

速やかに市民等からの問合せに対応する専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等体制

の整備を図る。また、情報のニーズを見極めた上で、情報収集・整理・発信を行う。 

また、被災者の安否について市民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不

当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後

の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答する。こ

の場合において、本市は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、警察等と

協力して、被災者に関する情報の収集を行う。 

なお、被災者の中に配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受けるおそ

れがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災

者の個人情報の管理を徹底する。 
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（２）被災者台帳の作成 

本市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮

を要する事項等を汎用Ｗｅｂシステムである「被災者支援システム」を活用し、一元的に

集約した被災者台帳を作成するとともに、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施する。 

兵庫県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、本市からの要請に基づき、

被災者に関する情報を提供する。 

（被災者台帳に記載する事項） 

・氏名 

・生年月日 

・性別 

・住所又は居所 

・住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況 

・援護の実施の状況 

・要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

・電話番号その他の連絡先 

・世帯の構成 

・罹災証明書の交付の状況 

・市長が台帳情報を本市以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、

その提供先 

・前号に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

・その他被災者の援護の実施に関し市長が必要と認める事項 

（３）罹災証明書の交付 

本市は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施

するため、災害による住家等の被害の程度の調査体制や、罹災証明書の交付体制を確立す

ることにより、遅滞なく住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 

（４）安否不明者等の氏名等の公表 

兵庫県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために、安否不明者

等の氏名等を原則公表する。 

本市は、県が公表する安否不明者等の氏名等について、速やかに県に情報提供するよう

努める。 
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第６節 防災関係機関の応援等 

 

 責 任 者  危機管理監、消防長 

担 当   総務部長 

 班  本部総務班、消防総務班 

 関係機関  各項目に記載 

 

１ 兵庫県に対する応援要請 

市長（赤穂市事故対策本部長）は、災害応急対策を実施するため必要があるときは、知事

に、次の事項を明らかにして応援を求め、又は応急措置の実施を要請する。 

① 応援を必要とする理由 

② 応援を必要とする人員、車両、装備、資機材等 

③ 応援を必要とする場所 

④ 応援を必要とする期間 

⑤ その他応援に関し必要な事項 

２ 他の市町村に対する応援要請 

市長（赤穂市事故対策本部長）は、災害応急対策等を実施するため必要があると認めると

きは、他の市町村長に応援要請を行う。 

他の市町村からの派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は法令、協定書及び

覚書に基づき行う。 

なお、他の規定により定めのある場合はこの限りではない。 

① 兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定（兵庫県、県下市町） 

（参照）資料編資料集3-6（P資料-107～108） 

② 西播磨地域災害時等相互応援に関する協定（西播磨市町長会） 

（参照）資料編資料集3-7（P資料-109～110） 

③  義士親善友好都市間における災害応急対策活動の相互応援に関する協定 

（義士サミット） 

（参照）資料編資料集3-8（P資料-111～112） 

④ 兵庫県自治体病院開設者協議会災害初動時相互応援協力に関する協定 

（兵庫県自治体病院開設者協議会） 

  （参照）資料編資料集3-9（P資料-113～114） 

⑤ 兵庫・岡山両県境隣接市町村間における災害応急対策活動の相互応援に関する協定 

（兵庫・岡山両県境隣接市町村地域振興協議会） 

（参照）資料編資料集3-10（P資料-115～116） 
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⑥ 兵庫県水道災害相互応援に関する協定 

（兵庫県、県下市町、公益社団法人日本水道協会兵庫県支部ほか） 

（参照）資料編資料集3-11（P資料-117～119） 

⑦ 兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定（兵庫県、県下市町、関係事務組合） 

     （参照）資料編資料集3-12（P資料-120～122） 

⑧ 兵庫県広域消防相互応援協定（県下市町、関係事務組合） 

             （参照）資料編資料集3-13（P資料-123～125） 

⑨ 播磨広域防災連携協定（播磨地域関係市町） 

                   （参照）資料編資料集3-14（P資料-127～128） 

⑩ 災害時等の応援に関する申し合わせ（国土交通省近畿地方整備局） 

       （参照）資料編資料集3-17（P資料-136～137） 

３ 他市町からの応援要請 

（１）応援要請 

他団体からの応援を求められた場合には、市長は、副市長、教育長及び危機管理監の

意見を聞き、職員の派遣及び物資等の提供を決定する。 

（２）応急応援 

市長は、本市の区域に隣接する地域及びその周辺部で災害が発生し、又は災害が発生す

るおそれがある場合、その対策に緊急を要するときは、応援要請の有無にかかわらず応援

する。 

（３）応急対策職員派遣制度による応援職員の派遣 

本市は、応急対策職員派遣制度に基づき、被災市町村の災害マネジメントを支援する

災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント総括支援員の補佐を行う災害マネジ

メント支援員として職員を派遣する。 

４ 自衛隊に対する災害派遣要請 

災害に際し必要な応急対策を実施するため、自衛隊の派遣を要請するときは、本計画の定

めるところにより部隊の派遣を要請する。 

（１）災害派遣要請基準 

災害に際し、人命又は財産を保護するための応急対策の実施が、本市の職員等の動員

だけでは不可能又は困難で、自衛隊の出動が必要であると認められる場合に派遣の要請

を行う。 

（２）災害派遣要請要領 

① 自衛隊の応援を必要とする部の長は、速やかに市長（赤穂市災害対策本部長）へ報

告する。 

② 前記①の連絡を受けた市長（赤穂市災害対策本部長）は、自衛隊の派遣要請を求める必

要があると認める場合、西播磨県民局長及び警察署長等と十分連絡をとり、知事に対し

て、次の事項を明らかにして自衛隊の派遣要請を求める。 
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ア 災害の状況及び派遣を要請する理由 

イ 派遣を希望する期間 

ウ 希望する派遣区域及び活動内容 

エ その他参考となるべき事項 

⚫ 要請責任者の職、氏名 

⚫ 災害派遣時における特殊携行装備、又は作業種類 

⚫ 派遣地への最適経路 

⚫ 連絡場所及び現場責任者の氏名並びに標識、又は誘導地点とその標示 

＜派遣及び撤収要請手続経路＞ 

 

 

 

 

 

 

 

■連絡先 

区 分 
電話番号 

勤務時間内 勤務時間外 

県 

（災害対策本部設置時） 

災害対策本部事務局 

TEL 078-362-9900（時間内外とも） 

FAX 078-362-9911～9912（時間内外とも） 

（災害対策本部未設置時） 

災害対策課 

（災害対策班） 

TEL 078-362-9330 

FAX 078-362-9911～9912 

TEL 078-362-9900 

FAX 078-362-9911～9912 

自衛隊 
中部方面特科連隊 

（第３科） 

TEL  079-222-4001 

内線 650,238 

FAX  239 

TEL  079-222-4001 

内線 302（当直司令） 

FAX  398 

注）緊急文書をファクシミリで送信する場合は、事前又は事後にその旨電話連絡し、確実性を期

すること。 

③ 市長（赤穂市災害対策本部長）は、災害に際し特に緊急を要し、かつ前記②の要求を行

うことができないとき、又は、通信の途絶等により知事へ要請できない場合は、速やかに

自衛隊に通知する。 

④ 市長（赤穂市災害対策本部長）は、前記③の通知をしたときは、速やかに知事にその旨

を通知しなければならない。 

県
民
局
長 

警
察
署
長 

市長 

知事 
警察本部長 

中部方面特科連隊 

第１大隊第２中隊長 

通報 

協議 

要
求 

要
請 

通報 

通知 

通報 

知事に要求できない場合直接通知 
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（３）任務分担 

本市は、派遣要請を行った場合には、次の任務を分担する。 

① 作業実施期間中の現場責任者の指定 

② 派遣部隊の作業に必要な資機材の準備（自衛隊の装備に係るものを除く。） 

③ 派遣部隊の宿泊施設又は設営適地の準備 

④ ヘリポートの確保 

（４）自衛隊の自主派遣 

① 指定部隊等の長は、災害の発生が突発的でその救援が特に急を要し、知事等の派遣要

請を待ついとまがない場合においては、要請を待つことなく、その判断に基づいて部隊

を派遣することができる。 

なお、この場合、指定部隊等の長は、できるだけ早急に知事等に連絡し、緊密な連携の

もとに適切かつ効率的な救援活動を実施するよう努める。 

② 指定部隊等の長が要請を待たないで災害派遣を行う場合の判断基準は次のとおりであ

る。 

ア 関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必

要があると認められるとき。 

イ 知事等が自衛隊の災害派遣要請を行うことができないと認められ、市長から災害に

関する通知、赤穂警察署長等から通報を受け、又は、部隊等による収集その他の方法に

より入手した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があるとき。 

ウ 海難事故、航空機の異常を探知する等、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に

おいて、当該救援活動が人命救助に関するものであると認められるとき。 

エ その他上記に準じて特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがないと認め

られるとき。 

③ 大規模な災害が発生した際には、被災直後は混乱していることを前提に、防衛省・自衛

隊は災害時の自衛隊による活動が円滑に進むよう、活動内容について「提案型」の支援を

自発的に行うことがある。 

（５）派遣部隊の任務及び業務 

派遣部隊等は、主として人命及び財産の保護のため、知事及び市長、警察、消防機関、そ

の他国又は地方公共団体と緊密に連絡し、人命の救助、消防、水防、救援物資の輸送、道路

の応急啓開、応急医療、防疫、給水及び通信支援等に当たる。 

（６）災害派遣部隊の撤収 

市長は、自衛隊の救援活動が終了したとき、又はその任務が終わったときは、災害派遣要請

の方法に準じて、知事に報告する。 
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５ 各機関の応急対応の概要 

各機関は、事故による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、当該災害に関す

る情報伝達を速やかに行うとともに、被害状況等の早期把握に努め、防災関係機関等との

連携の下に、的確な対応をとる。また、被害規模が確認できない場合でも、大規模な被害

の発生のおそれがあると判断したときは、市へ第一報を伝達する。 

（１）航空機災害の場合 

航空運航事業者は、発災後速やかに、災害の拡大防止のために必要な措置を講じると

ともに、職員の非常招集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部の設置等必要な体制

をとる。 

（２）鉄道災害の場合 

鉄道事業者は、発災後速やかに、災害の拡大防止のために必要な措置を講じるととも

に、職員の非常招集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部の設置等必要な体制をと

る。 

（３）道路災害等の場合 

① 災害発生後の施設の緊急点検 

道路管理者は、災害発生後、道路施設の緊急点検実施の体制を速やかに整え、緊急点

検を実施する。 

② 災害対策用資機材、復旧資機材の確保 

道路管理者は、応急復旧を円滑に行うため、主要な災害復旧用資機材を迅速に調達

できるよう措置する。また、必要に応じて、関係業界団体に対して、建設機械の調達、

労働力の確保、資材調達について要請等を行う。 

③ 災害発生時における応急復旧工事等の実施 

道路管理者は、道路施設が被災した場合、被害の拡大の防止や道路交通の確保等を

図るため、施設の被害状況に応じた適切な応急工事を早期かつ計画的に施工する。ま

た、車両からの危険物の流出が認められた時には関係機関と協力し、直ちに防除活動、

避難誘導活動を行い、危険物による二次災害の防止に努める。 

（４）危険物等災害の場合 

関係事業者は発災後速やかに、災害の拡大防止のために必要な措置を講じるとともに、

職員の非常招集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部の設置等必要な体制をとる。 

また、災害発生時に危険物施設等の応急点検、応急措置を講じるとともに、各種防災

設備を効果的に活用し、速やかに初期防除を実施する。 

（５）原子力等災害の場合 

① 事業所外運搬災害等の場合 

ア 核燃料物質等の運搬の場合 

関係事業者（原子力事業者及び原子力事業者から運搬を委託された者）は、直ちに

携行した防災資機材を用いて立入り制限区域の設定、汚染・漏洩の拡大防止対策、遮
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蔽対策、モニタリング、消火・延焼の防止、救出、避難等の危険時の措置等を的確か

つ迅速に行うことにより、原子力災害の発生の防止を図り、さらに、直ちに必要な要

員を現場に派遣するとともに、必要に応じ、他の原子力事業者に要員及び資機材の派

遣要請を行う。 

イ 放射性同位元素等の運搬の場合 

放射性同位元素取扱事業者等は、事業所外運搬等の事故により、放射性障害が発生

するおそれがあり、又は発生した場合には、消火、延焼防止、避難の警告、救出、汚

染の拡大防止及び除去等の応急の措置を講じる。 

② 不法廃棄等事案の場合 

放射性同位元素取扱事業所外において放射性物質を発見した者（鉄鋼関連事業者等）

は、直ちに、その旨を消防本部、県警察本部に通報する。 

また、関係法令による規制の対象になる場合又は対象になる可能性があると判断さ

れる場合には、文部科学省にも通報する。 

なお、一般発見者の通報先は、消防本部、兵庫県警察本部のいずれかとする。 

災害に際し必要な応急対策を実施するため、自衛隊の派遣を要請するときは、本計

画の定めるところにより部隊の派遣を要請する。 

６ 公共的団体等との協定 

（参照）資料編資料集3-15 公共的団体等との協定（P資料-129） 

７ 民間企業、団体等との協定 

（参照）資料編資料集3-16 民間企業、団体等との協定（P資料-130～135） 

８ 応援隊等の受入体制 

応援隊の派遣を要請した場合の受入体制は、個々の協定、計画等によるが、特別の定めの

ない場合は、次のとおりとする。 

（１）応援の受入れ 

本市は、他の自治体からの応援を要請した場合、その応援隊の内容、到着予定日時・場

所、活動日程等を確認し、応援を要する部班へ速やかに連絡する。 

また、警察・消防・自衛隊に対しては、部隊の展開場所や宿営等のための拠点となる場所

を確保する。 

（２）宿泊施設の確保 

公共施設及び民間の宿泊施設の確保に努める。 

（３）受援体制 

大規模災害の発生により、人的又は物的資源が不足する等、市災害対策本部長が必要

と認めた場合において、赤穂市災害時受援計画に基づき、応援要請など受援体制を整え

る行動を開始する。 

 



第５編  大規模事故災害応急対策計画 

第２章 迅速な災害応急活動体制の確立 

5-50 

① 受援本部班 

受援本部班内に、受援に関する全体調整を担当する「受援統括係」を設置する。 

受援統括係は、行政機関・自衛隊等への応援要請、市全体の受援状況の取りまとめ等

を行う。 

② 応援の受入部 

応援を受け入れる各部内に「部統括係」と「受援係」を設置し、受援係に指揮命令者及

び受援担当者を置く。 

③ 受援体制の概要 

受援体制の概要は次図のとおりである。 

 

なお、本市における応援隊の派遣を要請した場合の受入体制等の詳細は「赤穂市災害時受

援計画」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
調整  
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第３章 円滑な災害応急活動の展開 

 

⚫ 被災地の市民の適切な判断と行動を助け、市民の安全を確保する。 

⚫ 災害発生後、被災者、被災地に対し、救助・救急・医療・水防・消火活動を迅

速に行う。 

⚫ 緊急輸送のための交通を確保し、緊急輸送活動を円滑に進める。 

⚫ 災害の発生が予想されるとき、又は災害発生後、被災者を速やかに避難誘導

し、安全な避難場所に収容する。 

⚫ 避難場所を中心とした被災者の健康保持のため必要な活動を行う。 

■章の構成 

第３章  

円滑な災害応急活動の展開 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 救急・救助活動の実施 

第２節 救急医療活動の実施 

第３節 消火活動の実施 

第４節 避難対策の実施 

第５節 交通・輸送対策の実施 

第６節 災害広報・広聴 

第７節 遺体の収容、処置 

第８節 危険物等への対応 

第９節 海上火災・油流出等事故の応急対策 
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第１節 救急・救助活動の実施 

 

担 当 

責 任 者  消防長 

  消防団長 

班  消防本部各班 

関係機関  赤穂警察署、日赤兵庫県支部、赤穂市医師会 

 

１ 救急・救助活動の方針 

救急・救助活動は救急隊及び救助隊により実施することを基本とする。 

ただし、災害の発生状況等により消防隊を救急・救助活動に投入できると判断される場

合は、消防隊からの増強を図る。 

２ 救急隊の運用 

収容先となる医療機関の情報把握と連携を図り、救急隊の効果的な運用を図る。 

また、救急隊には、小規模な救助活動にも対処できるよう簡易な救助器具を積載する。 

さらには、消防隊で救急予備車隊を臨時に編成し、増強隊として運用する。 

３ 救助隊の運用 

救助隊は、原則として、消防本部で把握した市域全般の被害状況に基づき運用する。 

４ 人命救助活動の実施 

（１）重傷者優先の原則 

救助及び救急処置を必要とする負傷者を優先とし、その他の負傷者にはできる限り自

主的な処置を行わせるとともに、他の防災関係機関と連携の上救急・救助活動を実施す

る。 

（２）救助用資機材の調達 

救出のために必要となる特殊な機材については、あらかじめ協力体制を締結している

業者等に応援を求め調達する。 

（３）兵庫県への応援要請 

山間部や交通の途絶等で目的地への到達が困難な場合等、救出活動が困難な場合は、

兵庫県に可能な限り次の事項を明らかにして、救助活動の実施を要請する。 

① 応援を必要とする理由 

② 応援を必要とする人員、資機材等 

③ 応援を必要とする場所 

④ 応援を必要とする期間 

⑤ その他必要な事項 
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５ 自主防災組織、事業所、市民等 

自主防災組織、事業所の自衛防災組織、市民等は、次により自発的に救助活動を行うと

ともに、救助活動を実施する各機関に協力するよう努める。 

① 組織内の被害状況の把握と負傷者の早期発見 

② 救助用資機材を活用した組織的救助活動の実施 

③ 警察署、消防本部等への連絡 
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第２節 救急医療活動の実施 

 

担 当 

責 任 者  市民病院事務局長 

  総務部長、消防長、健康福祉部長 

班  市民病院総務班、救護班、救急班、救援協力班 

関係機関  
日赤兵庫県支部、兵庫県医師会、赤穂市医師会、 

相生・赤穂市郡歯科医師会、赤相薬剤師会 

 

１ 災害時救急医療体制 

① 災害発生後、事故の現場から負傷者が発生し、また、避難所や在宅避難者から傷病

者が発生する。 

② 負傷者等は、救急隊が災害現場等でトリアージ（傷病程度の振り分け）、応急手当を実

施し、重症者から災害拠点病院等へ搬送する。 

また、多くの軽症者は、避難所等に開設される救護所及び診療可能な最寄りの医療機関

で医療処置を受ける。 

ただし、大規模災害時は、上記救護所が開設されるまで、救護班等は、救急隊員と協同

して被災地等の公共施設に仮救護所を開設し、応急手当を行う。 

③ 救護所や救護医療機関で重症と判断された患者については、西播磨圏域災害救急医療

マニュアルに定める高度医療が可能な救命救急センターや地域基幹医療機関へ救急車や

ヘリコプター等で搬送し、収容治療を行う。 

④ 広域救急医療機関では対処できない場合、他府県の基幹医療機関等へ救急車、ヘリコ

プター、船舶等により患者を搬送する。 

⑤ 災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンは、市に対して、適宜助

言及び支援を行う。 

⑥ 本市は、必要に応じて、兵庫県に対し、兵庫県災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥ

ＡＴ）、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本災害リハビリテーション支援協会

（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）の応援派遣要請を依頼す

る。 
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■災害時救急医療体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 初期医療体制 

① 初期救急医療は、原則として、避難所等に開設される救護所で、救護班による応急

措置を受ける。 

② 災害救助法が適用された場合における保健医療については、同法に基づき、知事が行

う。 

ただし、知事から市長が行うこととされた場合は、市長が実施する。 

その他については、知事に対して、兵庫県救護班等の派遣を要請する。 

③ 災害救助法が適用されない小規模な災害や、知事に派遣を要請した兵庫県救護班等

が現地に到着するまでは、赤穂市医師会、市民病院等の医療関係者で救護班を編成し

て医療行為に当たる。 

④ 災害の規模や患者の発生状況によって、赤穂市医師会等の協力を得て医療機関に応援

を要請する。 

⑤ 助産は、災害の発生の日以前又は以後７日以内に分娩し、災害のため助産のサービス

を受けられなくなった者に対して行う。 

応急措置は、兵庫県救護班によるもののほか、一般の医療機関において行う。 

災 害 現 場 

大 規 模 事 故 

避 難 所 
在 宅 避 難 者 

負 傷 者 発 生 

（救急車・自家用自動車） 
 

傷 病 者 発 生 

《初期救急医療体制》：応急処置 

・救護所      ・医療機関 

重 症 者 発 生 

《広域救急医療体制》：収容治療 
・災害医療センター 
（救命救急センター） 
・災害拠点病院 
・地域基幹医療機関 

《広域後方医療体制》 

・他府県の基幹医療施設 

 
 
 
 

医薬品・医療資機材・
人員・血液等の供給 

（救急車・ヘリコプター等） 
 

（救急車・ヘリコプター・船舶等） 
 

＜市レベル＞ 
 

＜県レベル＞ 
 

＜広域レベル＞ 
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３ 救護所の設置 

① 本市は、次の場合、救護所を設置する。 

ア 市民病院等が被災し、その機能が低下又は停止したため、市民病院等では対応し切れ

ない場合 

イ 傷病者が多数で、市民病院等だけでは対応しきれない場合 

ウ 被災地と医療機関との位置関係、あるいは傷病者の数と後送能力との問題から、被災

地から医療機関への傷病者の後送に時間がかかるため、被災地での対応が必要な場合 

② 地域の歯科診療所が被災し、歯科診療を行うことができない場合は、相生・赤穂市郡

歯科医師会と連携し、歯科救護活動を行うため、歯科救護所を設置する。 

③ 救護所は、次の場所に設置する。 

ア 公民館 

イ 小学校・中学校 

ウ 被災現場付近 

エ その他の場所に設置する必要が生じたときは、以下の条件を満たす場所に設置する。 

⚫ 救護所の存在が周囲から判別できること（公民館等のランドマークとなりえる建

物等に設けること） 

⚫ 交通の利便の良い場所であり、傷病者の収容・後送に便利であること 

⚫ 傷病者、医療器具、医薬品等を収容し、医療救護活動が可能となる適当な面積を

確保できる場所であること 

⚫ 水、電気、ガス等の確保や汚物の処理等に便利であること 

４ 災害拠点病院（市民病院、中央病院）の活動 

（１）災害が他の災害医療圏域で発生した場合 

① 災害医療センター等の要請に基づき、被災圏域で対処できない患者の受入れ、救護班

の派遣等を必要に応じて行う。 

② 広域災害・救急医療情報システム等を活用し、被災圏域の医療に関する情報を収集し、

災害医療センター、各災害拠点病院と協力し、必要に応じた支援策を講じる。 

（２）災害が自らの災害医療圏域で発生した場合 

① 圏域内の他の医療機関で対処できない患者を受入れ、治療に当たる。 

② 災害拠点病院の救急科長、救急部長を中心として選定・配置している災害医療コーデ

ィネーター等がトリアージを行い、他の医療機関への転院が適当と判断された患者の搬

送について、消防本部（署）へ要請する。 

③ 災害医療コーディネーターは、災害救急医療情報システム等を活用し、圏域内外の医

療機関に関する情報を把握し、地域保健医療情報センター（龍野健康福祉事務所）に対

し、患者受入先の確保や医療マンパワーの確保について要請する。 
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（３）救護班の派遣 

市民病院は、災害の初期において、状況により自らの判断において救護班を派遣するこ

とができる。 

５ 医療マンパワーの確保 

（１）医療マンパワーの活動の調整 

① 赤穂健康福祉事務所は、医師、歯科医師、看護師、薬剤師等の医療ボランティアの配置

等、マンパワーの活動調整を行う。 

② 赤穂健康福祉事務所は、本市の被災状況や要望に基づき、医療マンパワーの配置等を

決定し、指示する。 

（２）災害救援専門ボランティア（医療ボランティア） 

被災地に入った災害救援専門ボランティア（医療ボランティア）は、赤穂健康福祉事務所

に指示された場所において、赤穂市事故対策本部の指揮の下に活動を行う。 

（３）その他の医療ボランティア 

他府県等から参集した医療ボランティアは、赤穂市事故対策本部の指揮の下に活動を行

う。 

６ 患者搬送体制 

① 本市は、消防本部と情報交換を図りながら、円滑な患者の搬送が行われるよう調整を

行う。 

② 本市は、道路の寸断や交通渋滞等で救急車による搬送が困難な場合、ヘリコプターや

船艇による患者搬送を行えるよう、兵庫県、神戸市消防局、自衛隊、姫路海上保安部、災

害医療・加古川医療センター・はりま姫路総合医療センター等に協力を要請する。 

③ 本市からのヘリコプターによる患者搬送は、被災地外から同乗できる医師の確保に努

める。 

７ 医薬品等の供給 

（１）品目 
 

区 分 期 間 主な医薬品等 

緊急処置用 発災後72時間 輸液、包帯、消炎鎮痛薬、殺菌消毒薬 等 

急性疾患用 72時間以降 風邪薬、うがい薬、整腸薬、抗不安薬 等 

慢性疾患用 避難所の長期化 糖尿病治療薬、降圧薬等への対応 

※本市は、特に、発災後72時間に必要となる医薬品等の迅速、確実な確保に配慮する。 
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（２）医薬品・医療資機材の調達 

救護所等で使用する医薬品等や医療機関で不足する医薬品については、医薬品卸売業

者へ医薬品等の調達を要請するなど、流通備蓄の方法をとる。 

また、本市で調達が困難な場合は、兵庫県、他自治体や厚生労働省に協力を要請する。 

（３）搬送、供給方法 

① 本市は、搬送に当たっては、あらかじめ定めた緊急輸送道路を活用する。 

② 販売業者は、市域の集積基地まで搬送する。 

本市は、集積基地の選定、仕分け・運搬人員の確保、保冷車等運搬手段を確保し、救護

所等への供給を行う。 

なお、状況により、自衛隊等に搬送を要請するなど、目的地への迅速な供給に努める。 

③ 本市は、集積基地での仕分けについて安全管理に努めるとともに、専門知識を有する

人材による整理分類が必要であるため、赤相薬剤師会等の協力を要請する。 

８ 医療機関のライフラインの確保 

① 本市は、医療機関への上水の優先的な供給について、上下水道部と調整を行う。 

② 本市は、兵庫県と連携を図りながら、一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会に対し医療機

関へのガスの優先的な供給について要請する。 

③ 本市は、ライフラインの途絶等により患者の食事の提供が不可能となった医療機関に

対し給食を提供するため、給食事業者等に要請を行うなどの措置を講じる。 

④ 本市は、兵庫県と連携を図りながら、ライフライン関係事業者に対し、医療機関ライフ

ラインの早期復旧のための協力を要請する。 

９ 特殊な治療活動等への対応 

（１）多発外傷、広範囲熱傷、化学熱傷等への対応 

① 多発外傷の疑いのある負傷者を発見した場合は、直ちに、医師会に情報提供し、協力を

依頼するとともに、救急告示の医療機関、後方医療機関、災害拠点病院をはじめとする医

療機関へ負傷者を搬送する。 

② 広範囲熱傷又は化学熱傷の疑いのある負傷者を発見した場合は、必要に応じて、兵庫

県ドクターヘリ又は兵庫県消防防災ヘリコプターの出動要請を行う等、対応可能な医療

機関等へ負傷者を搬送する体制を整える。 

③ 医療機関等は、負傷者の数及び隣接地域を含めた医療機関の受入能力を考慮して、他

府県を含めた広域搬送が必要となる可能性があると判断した時点で、兵庫県に連絡する。 

④ 市長(赤穂市事故対策本部長)又は消防長は、ヘリコプターによる搬送を要する可能

性があると判断した場合、兵庫県へヘリコプターの出動待機を求めることができる。 

⑤ 医療機関等は、負傷者の容態、数及び自己の施設及び医師等の確保の情報等を判断し、

他の医療機関に搬送する必要があると判断した場合は、消防本部等へ二次搬送の要請を

する。 

消防本部は、兵庫県と連携して、対応可能な医療機関へ負傷者の搬送を行う。 
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（２）有毒ガス、化学物質等による中毒への対応 

① 中毒患者又はそのおそれのある者を発見した場合は、原因物質の特定が困難な場合は、

日本中毒情報センター（072-726-9923：24時間対応）に連絡を取り、原因物質の絞込みを

行う。 

② 消防本部、警察署、医療機関、赤穂健康福祉事務所等の関係機関は、必要に応じて、医

療機関等が採取した生体試料（尿、血液等）と、想定される原因物質の情報を提供して、

兵庫県立衛生研究所、兵庫県警科学捜査研究所等に検査分析を依頼する。関係機関は、化

学物質等による中毒の可能性が考えられる場合には、関係機関相互への情報提供に努め

る。 

（３）被ばく者等への対応 

放射線により被ばくした者（被ばくしたおそれのある者を含む。）、放射性物質により汚

染された者（汚染されたおそれのある者を含む。）等を搬送する場合は、以下の事項に留意

する。 

なお、本市や消防本部だけでは対処できない場合は、兵庫県や他の消防機関に応援要請

を行う。 

特に、重傷者については、除染よりも救命処置を優先させ、必要最低限の汚染拡大防止措

置を行って直ちに医療機関へ搬送する（汚染を伴う傷病者の搬送については、搬送先の医

療機関の受入体制が整っていることが必要となることから、搬送前に患者の被ばく状況を

伝達して確認する必要がある。）。 

必要に応じ、県に対してヘリコプターによる搬送を要請する（兵庫県内に被ばく治療可

能な医療機関がないことに留意）。 

 

① 職員の二次汚染を防ぐため、搬送に従事する職員は、ゴム手袋、帽子、汚染防止衣、マ

スク等を装着する。 

② 機材等の二次汚染を防ぐため、担架等に直接触れないようにビニールシート等を使用す

る。 

また、救急車等の床をビニールシート等でカバーする。 

③ 過度の被ばく又は汚染を受けたと判断される負傷者の搬送に当たっては、頭部を三角

巾で、体幹四肢をビニールシート・毛布等で包み、直接体に触れないよう注意する。 

なお、負傷者の発汗・過剰保温に留意する。 

④ 事業者が特に指示する場合を除き、緊急時医療対応可能機関に収容する。 
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１０ こころのケア対策 

（１）被災者等のこころのケア 

救護班は、被災者の健康状態、栄養状態を十分に把握するとともに、赤穂健康福祉事

務所と連携して、医療面での助言、加療等、被災者の健康維持に必要な活動を実施する。 

 

① 被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、救護所等において、保健師等による

巡回相談、訪問指導、健康教育、健康診断等を実施する。 

② 災害による災害神経症（ＤＳＤ）、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、生活の激変

による依存症候群に対応するため、必要に応じて、救護所等において、心の健康に関する

相談窓口を設置する。 

（２）救援活動従事者のメンタルヘルス維持 

救助機関等の責任者は、災害時の救援活動に従事した者にはＰＴＳＤの症状が比較的早

期に現れやすいことに留意し、緊張をやわらげ、こころのしこりをほぐすためのスタッフ

ミーティングの開催等に努める。 

また、災害時の救援活動現場責任者・指導者は、救援活動従事者の燃え尽きを予防するた

め、救援活動従事者のストレス反応を常にチェックし、疲労のために仕事の能率が悪くな

っていると判断した場合には、業務命令により休養をとらせるなど配慮に努める。 
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第３節 消火活動の実施 

 

担 当 

責 任 者  消防長 

  消防団長 

班  消防本部各班 

関係機関  
兵庫県危機管理部消防保安課、赤穂警察署、 

危険物・有毒物等取扱施設管理者 

 

１ 出火防止、初期消火 

（１）消防活動の基本方針 

① 消防本部は、大規模林野火災等に対し、消防の総力をあげて火災の早期鎮圧と延焼

拡大の防止を図る。特に強風下では飛び火による広範囲の延焼が発生する可能性があ

り留意する。 

② 市民、自治会等の自主防災組織及び事業所は、自らの生命及び財産を守るため、出火防

止活動、初期消火活動を実施する。 

③ 市民は協力して消火活動を行い、可能な限り火災の拡大を防止する。 

特に、危険物等を取扱う事業所においては、二次災害の防止に努める。 

④ 状況により、化学消防車、化学消火薬剤による消火活動を重点的に実施する等、危

険物等の火災の特性（爆発を伴う大規模火災の危険性など）に応じた消防活動を迅速

に実施する。 

（２）消防本部の活動 

① 消防本部（署）の初動体制 

ア 特別配備態勢の確立 

発生した火災の規模等に応じて、携帯電話及び一斉メール等の方法により職員の非常

招集を指令し、特別配備態勢の確立を図る。 

イ 通信及び情報収集体制の確立 

通信施設の機能試験及び非常電源の点検を実施し、通信体制を確保するとともに、情

報収集体制の確立を図る。 

ウ 火災監視体制の確立 

火災警報が発令されたとき、又は大規模林野火災が発生したときは、市内の状況を

監視する。 

エ 出火防止処置及び庁舎等の被害状況の確認 

庁舎内の火気使用場所の点検及び火気始末を実施するとともに、庁舎及び付属施設

の被害の有無を確認する。 
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② 消防団の初動体制 

ア 消防団本部、方面隊の設置 

消防団の指揮連絡体制を確立し、特別配備態勢をとるため、消防団長は方面隊を設置

する。 

イ 非常参集 

大規模火災、突発重大事故等による発災を覚知した消防団員は、分団詰所等に自発

的に参集し、早期に活動体制をとる。 

また、状況に応じて、サイレン吹鳴により各分団に招集指令を伝達する。 

ウ 出火防止の広報 

管轄区域内における火気始末、出火防止等の広報を実施する。 

また、実施する際には、自治会及び自主防災組織等に協力を求める。 

エ 初期消火活動 

火災を発見した場合には、直ちに消防本部に通報するとともに、消火活動に当たる。 

なお、地域の出火件数が多い場合には、適宜、付近の自治会及び自主防災組織等の協

力を求める。 

③ 情報の収集 

ア 情報の収集要領 

消防本部は、消防車両及び調査員等の巡回、その他あらゆる手段で正確な被害状況の

把握に努め、無線等により消防本部へ報告する。 

イ 情報収集内容 

情報収集の内容は、火災の状況又は人命に係る情報を主体とし、次のとおりとする。 

⚫ 火災の発生場所・程度及び延焼方向 

⚫ 危険物、高圧ガス等の大量流出及び火災危険の状況 

⚫ 大規模救助、救急事案の発生場所及び程度 

⚫ 家屋等の損壊状況 

⚫ 道路、橋梁等の被害状況並びに交通障害 

⚫ 重要対象物の被害状況 

⚫ その他消防活動上の必要事項 

（３）事業所の活動 

① 火災予防措置 

火気の消火及びプロパンガス、高圧ガス、石油類等の供給の遮断の確認、ガス、石油類、

毒物、劇物等の流出等異常発生の有無の点検を行い、必要な防災措置を講じる。 

② 火災が発生した場合の措置 

⚫ 自衛消防組織等の防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。 

⚫ 必要に応じて、従業員、顧客等の避難誘導を行う。 

③ 災害拡大防止措置 

高圧ガス、火薬類、石油類、毒物、劇物等を取扱う事業所において異常が発生、災害

が拡大するおそれがあるときは、次の措置を講じる。 
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⚫ 周辺地域の市民等に対し避難等の行動をとる上で必要な情報を伝達する。 

⚫ 警察署、最寄りの防災関係機関に駆付ける等可能な手段により直ちに通報する。 

⚫ 立入禁止等の必要な防災措置を講じる。 

２ 応援要請 

本市の消防機関のみでは対応できない場合、『兵庫県広域消防相互応援協定』等に基づき、

他の消防機関の応援を要請する。 

■広域消防相互応援協定 

協定等（名称） 協定年月日 協 定 者 協定内容 

兵 庫 県 広 域 

消 防 相 互 応 援 協 定 
平成25年10月23日 

尼崎市､西宮市､芦屋市､伊丹市､宝

塚市､川西市､三田市､丹波篠山市､

丹波市、猪名川町､神戸市､明石市､

淡路広域消防事務組合､加古川市､

北はりま消防組合､三木市､高砂市

､小野市､姫路市､西はりま消防組

合､赤穂市､豊岡市､南但消防本部、 

美方広域消防事務組合 

大規模又は 

特殊災害 

山 陽 自 動 車 道 

消 防 相 互 応 援 協 定 
平成30年３月28日 

西宮市､三田市､神戸市､三木市､ 

小野市､加古川市､姫路市､赤穂市、

東備消防組合、西はりま消防組合 

山陽自動車道

における消防

業務 

高速自動車国道山陽自動

車道消防相互応援協定 
平成11年８月１日 

東備消防組合、赤磐市、岡山市、総

社市、倉敷市、笠岡地区消防組合、

赤穂市 

同上 

兵庫、岡山両県境間にお

ける消防相互応援協定 
平成25年４月１日 

赤穂市､東備消防組合、美作市、 

西はりま消防組合 
火災・風水害 

緊急消防援助隊運用要綱 平成16年３月26日 47都道府県 
大規模又は 

特殊災害 

 

３ 消防活動 

消防機関は、延焼火災の状況、消防ポンプ自動車等通行可能道路の状況、消防水利に関

する情報を収集するとともに、関係機関と密接な連絡をとりながら、次の点を考慮して消

防活動を実施する。 

① 火災が広範囲に延焼拡大した場合は、避難場所及び避難路の安全を確保する消防活

動を優先する。 

② 多数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して消防活動を行う。 

③ 大量危険物貯蔵施設等から出火した場合は、市街地への延焼を防止する消防活動を優

先する。 

④ 消防活動に際しては、消防職員・団員の安全確保に十分配慮する。 

⑤ 航空災害の場合にあっては、航空機に積載された緊急用酸素の爆発及び航空燃料の

燃焼（油火災）に留意し、的確な消火活動を行う。 

⑥ 船舶等の火災については、海上災害用消防資機材を活用して、消火活動を行う。 
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また、船舶火災に関する消火活動については、海上保安本部と十分に連携をとると

ともに、臨海部の火災についても、必要に応じ、海上保安本部に協力を要請する。 

４ 火災防御活動 

（１）火災防御の基本 

① 火災防御 

ア 攻勢防御 

火災件数が少なく現有消防力で初動期に鎮圧できる見込みのときは、攻勢防御活

動を展開して一挙に鎮圧を図る。 

イ 重点防御 

火災件数が、現有消防力をわずかに上回るときは、延焼拡大の危険性の高い地域並

びに市民の生命の保護及び生活に重大な影響をおよぼすおそれのある施設等を重点

に消火活動を実施する。 

ウ 集中防御 

火災が随所に発生して、現有消防力をはるかに上回るときは、河川、広幅員道路、

耐火建築物等を防御線として設定し、集中的な防御活動を行う。 

② 避難場所・避難路防御 

火災の延焼拡大により広域的に避難の必要があるときは、避難場所、避難路確保に

総力をあげて防御活動を行い、避難者の安全を確保する。 

③ 災害現場活動 

ア 人命危険の防止及び災害応急対策に必要と認めた時は、直ちに警戒区域を設定し

て立ち入りを禁止するとともに、区域内市民を速やかに避難させる。 

イ 危険物等の流出を伴う災害現場においては、事故責任者等を通じて危険物等の情

報を収集し、危険物を特定する。 

また、事故責任者等を通じても危険物等の種類が特定されない場合は、兵庫県立健

康環境科学研究センター、兵庫県警科学捜査研究所等と連携し、又は県を通じて専門

家・専門機関等と連携を取り、危険物等の種類の特定に努める。 

ウ 災害現場の状況等により、必要な安全管理を厳重に行う。 

なお、特に、危険物等の流出に伴う災害現場においては、負傷者等を汚染された環

境から搬出し、関係機関と連携して、負傷者等に対する救助、一次除染及び救急搬送

活動、物質の検知及び情報収集活動を実施する。 
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（２）消防隊の運用 

① 部隊指揮 

ア 消防長の指揮のもと、消防隊は防災関係機関と連絡を密にし、管轄区域内の災害防御

活動を実施する。 

イ 火災覚知直後の消防隊の運用は、中隊長又は小隊長が決定し、迅速に消防活動を

実施し、活動内容を消防長に報告する。 

ウ 全市的に火災が延焼拡大し、消防力を結集する必要があるときは、消防長が全市

総括的な消防隊の運用を行う。 

② 部隊運用 

ア 日勤者及び非番職員等で、ポンプ車隊・救急隊等を臨時に編成し、増強隊として運用

する。 

イ 消防団との連携を密にし、総合的な部隊運用体制の確立を推進する。 

（３）消防団の活動 

① 活動範囲 

原則として管轄区域を優先して行うが、消防本部からの指示並びに隣接区域等の火

災発生及び被害状況等により応援活動を実施する。 

② 任務 

ア 消火活動並びに消防署との連携 

イ 中継送水等の相互援助 

ウ 飛火警戒 

エ 人命救助並びに避難誘導 

オ 残火整理の徹底 

カ その他特命による業務 
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第４節 避難対策の実施 

 

担 当 

責 任 者  危機管理監 

  避難誘導 市民部長、健康福祉部長、教育次長、消防長 

  避難所 市民部長、健康福祉部長、教育次長 

班  住民支援班、救援協力班、健康福祉施設管理班、消防本部各班 

関係機関  赤穂警察署、自主防災組織、施設管理者 

 

大規模事故等の災害時に、市民の生命又は身体を保護するため必要と認められるときは、

当該地域の市民に対して、「高齢者等避難」、「避難指示」（以下、「避難指示等」とい

う。）を遅滞なく発令し、市民に避難を促す。 

なお、本市における避難指示等の判断基準、避難情報の伝達方法及び避難すべき区域等

の詳細は「避難情報等の判断マニュアル」による。 
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１ 避難指示 

（１）避難指示の実施責任者と基準、措置 

■避難指示の区分等 

指示等 

の区分 
実施責任者 根拠法令 災害の種類 基 準 措置内容 

指 示 市長 災対法 

第60条 

第２項 

災害全般に

ついて 

災害が発生し、又は発生す

るおそれがあり、人の生命

又は身体を保護し、災害の

拡大を防止するため特に必

要があると認めたとき 

避難のための立ち退き、

立ち退き先の指示 

（知事に報告） 

知事 災対法 

第60条 

第６項 

災害全般に

ついて 

本条第２項の場合で赤穂市

が全部又は大部分の事務を

行うことができなくなっ

たとき 

避難のための立ち退き、

立ち退き先の指示 

警察官 

海上保安

官 

災対法 

第61条 

災害全般に

ついて 

①災対法第60条第２項にお

いて市長が指示できないと

認めたとき 

②災対法第60条第２項にお

いて市長から要求があった

とき 

避難のための立ち退き、

立ち退き先の指示 

（市町村長に報告） 

警察官 警察官職

務執行法

第４条 

災害全般

について 

人の生命、身体に危険を

及ぼすおそれがある災害

時において特に急を要す

る場合 

関係者に警告を発し、

管理者を命ずるなど又

危害を受けるおそれの

ある者を避難させる 

（公安委員会に報告） 

自衛官 自衛隊法 

第94条 

災害全般に

ついて 

同上の場合において、警察

官がその場にいないとき

に限り、災害派遣を命ぜ

られた自衛官について警

察官職務執行法第4条の規

定が準用されるとき 

関係者に警告を発し、

管理者を命ずるなど又

危害を受けるおそれの

ある者を避難させる 
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（２）対象者 

避難指示の対象者は、市民、滞在者、通過者等を指し、その区域内にいる全ての者を指

す。 

（３）避難指示等の伝達方法 

① 避難指示等の伝達内容 

避難指示等は、対象となる区域の市民等及び避難所となる施設に対して、その情報を迅速

に伝達する。 

伝達内容は、発令日時、発令者、対象地域及び対象者、避難すべき理由、危険の度合い、

避難指示等の区分、避難の時期、避難場所、避難の経路（通行不能箇所）、市民のとるべ

き行動や注意事項等とする。 

② 避難指示等の伝達手段・伝達先 

ア 市民への伝達 

⚫ 広報車による伝達（指揮本部広報班、消防本部警防班） 

⚫ 自治会組織（自主防災組織）を通じて伝達（市民部住民支援班） 

⚫ 赤穂市のホームページ、防災情報ネット（メール）による伝達（指揮本部広報班） 

⚫ ＳＮＳ（赤穂市公式ＬＩＮＥ等）による伝達（指揮本部広報班） 

⚫ 各水防区を通じての連絡（消防本部通信指令班） 

⚫ サイレン吹鳴等による周知（指揮本部広報班） 

⚫ ラジオ・テレビを通じての放送（指揮本部広報班） 

⚫ 防災行政無線による伝達 

⚫ Ｌアラート（災害情報共有システム）による伝達 

イ 避難行動要支援者や福祉関係機関への伝達 

⚫ 避難行動要支援者の事前登録者へ連絡 

⚫ 避難行動要支援者の避難所となる施設へ連絡 

⚫ 要配慮者利用施設への連絡 

ウ 防災関係機関等への伝達 

⚫ 避難所となる施設への連絡 

⚫ 兵庫県（西播磨県民局、兵庫県災害対策課）へ連絡 

⚫ 赤穂警察署へ連絡 
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（４）避難措置の周知 

避難指示を行った者は、次により必要な事項を通知する。 

① 市長の措置 

 

 

② 警察官の措置 

 

 

③ 海上保安官の措置 

 

 

④ 自衛官の措置 

 

 

（５）避難の解除 

避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとともに知事に報告する。 

市民への周知の方法は、広報車、消防車、立看板、報道機関の協力等を利用し、市民へ十

分に周知できるようにする。 

災害対策基本法 第60条（抄）：市町村長の避難の指示等 

１ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害

から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町

村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指

示することができる。 

２ 前項の規定により避難のための立退きを指示する場合において、必要があると認め

るときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指

示することができる。 

３ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退

きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事

態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認

める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面す

る開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置（以下「

緊急安全確保措置」という。）を指示することができる。 

４ 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを指示し、若しくは立退き先

を指示し、又は前項の規定により緊急安全確保措置を指示したときは、速やかに、そ

の旨を都道府県知事に報告しなければならない。 

５ 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければな

らない。前項の規定は、この場合について準用する。 

 

姫路海上保安部長 海上保安官 市長（赤穂市事故対策本部長） 

以 下  ① と 同 様 

市長(赤穂市事故対策本部長) 情報班 兵庫県知事 

警察署長 市長（赤穂市事故対策本部長） 

以 下  ① と 同 様 

警察官 

市長（赤穂市事故対策本部長） 

 

自衛官 以下  ①と 同 様 
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２ 避難方法 

災害時における避難は急を要するため、市民等は地域の状況、危険の切迫度等を的確に

判断し、必要最小限の物資を携行して、迅速かつ安全な方法で避難する。 

（１）市民の留意事項 

① 避難指示が出されたときは、「自らの身は自分で守る」という考えのもと、直ちに出

火防止措置等を講じ、指示に従い避難する。 

特に、避難行動要支援者は時間がかかることを考慮し、避難を行う。 

② 林野火災や大規模火災等が発生し、延焼防止が不可能になった場合は、火災の発生場

所、風向、風速、木造住宅の密集状況から判断し、より安全な避難路、避難場所へ避難

する。 

③ 避難に際しては、徒歩で避難する。 

自動車は、道路が混雑し、避難に時間を要することから、原則避難には利用しない。 

④ 避難指示等が発令された区域はあくまでも目安であり、その区域外であれば一切避

難しなくても良いというものではなく、想定を上回る事象が発生することも考慮して、

危険だと感じれば、自主的かつ速やかに避難を開始する。 

⑤ 平時から大規模事故災害の発生等に備え、「マイ避難カード」等を活用し、避難の

方法、家族との連絡方法等を確認しておく。 

（２）赤穂市 

市長は、市民の避難誘導に当たっては、警察、消防機関、自衛隊等の防災関係機関の

協力を得て、できるだけ自治会単位で集団避難を行うものとし、高齢者、幼児、妊産婦、

身体障がい者等要配慮者の避難を優先する。 

３ 避難所の開設・運営 

必要に応じて、第３編 第３章 第７節「避難対策の実施」に準じて避難所を開設、運営

する。 
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第５節 交通・輸送対策の実施 

 

担 当 

責 任 者  総務部長、建設部長 

  各部長 

班  輸送班、管理班 

関係機関  各項目に記載 

 

１ 交通応急対策 

（１）交通安全の確保 

① 道路法に基づく応急対策 

ア 道路管理者が行う通行の禁止制限 

a) 道路管理者（兵庫県においては光都土木事務所長、本市においては市長）は、

道路の破損、欠壊、その他の事由により交通が危険であると認められる場合にお

いては、管理する道路の構造の保全と交通の危険を防止するため、区間を定めて

道路の通行禁止又は制限を行う。 

b) 道路管理者は、a)の規制を行うときは、その内容を関係機関に通知するととも

に、一般に周知を図る。 

イ 応急復旧対策 

a) 被災した道路については、ア a)による規制を行ったとき、道路管理者は、当該

道路に代わる迂回路を指定して、交通の確保に努める。 

b) 被災した道路について、道路管理者は、a)による迂回路の指定が困難な場合は、

当該道路に代わる仮道路を応急に設置する。 

② 道路交通法に基づく応急対策 

ア 公安委員会が行う交通規制 

a) 公安委員会は管轄区域内の道路について、災害による道路の欠壊等危険な状態

が発生し、又はその他の状況により必要があると認めるときは、道路交通法第４

条第１項の規定に基づき、歩行者又は車両等の通行の禁止、その他の交通の規制

を行う。この場合において、必要があると認めるときは、迂回路を明示して一般の

交通に支障がないようにする。 

b) 公安委員会は、a)による交通規制を行うときは、その内容を関係機関に通知す

るとともに、一般に周知を図る。 

イ 警察署長が行う交通規制 

a) 警察署長は、その管轄区域内の道路について、災害による道路の欠壊等危険な

状態が発生し、又はその他の状況により必要があると認めるときは、道路交通法
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第５条第１項の規定に基づき、歩行者又は車両等の通行の禁止、その他の交通の

規制を行う。 

この場合において、必要があると認めるときは、迂回路を明示して一般の交通

に支障がないようにする。 

b) 警察署長は、a)による交通規制を行うときは、その内容を一般に周知を図る。 

ウ 警察官が行う交通規制 

a) 警察官は、災害発生時において緊急措置を行う必要があると認めるときは、道

路交通法第６条第４項の規定に基づき、一時的に道路（一般有料道路を除く。）

における歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限する。 

b) 警察官は、a)による通行の禁止又は制限を行ったときは、警察署長に対し、速や

かにその内容を報告する。 

③ 雑踏事故への対応 

歩道上等において雑踏事故が発生し、又は発生するおそれがある場合、イベント等

の主催者、主催者から警備を委託された者又は雑踏事故の発見者は、防災関係機関へ

の通報等、的確な対応をとる。 

なお、市、行事等の主催者等、消防機関、警察署、県、医師会等の関係機関は、雑踏

事故が発生し、又は発生するおそれがある場合、第一報の伝達から応急対策の終了ま

で、相互に情報を交換するなど、特に緊密な情報連携を図る。 

ア 雑踏事故発生のおそれがある場合の現場の対応 

群衆の密度、行動等から雑踏事故の発生のおそれがあると認識した主催者、警備

員、警察官等は、相互に連絡をとり、拡声器等を使用して群衆に対し周辺の状況を説

明し、警備員等への協力を求めるとともに、必要に応じて入場制限、誘導等の措置に

より群衆の分断、整理を行う。 

消防本部は、雑踏事故の発生のおそれがあるとの通報を受けた場合、直ちに現場の

確認のため職員を急行させる。 

イ 雑踏事故発生時の対策 

行事等の主催者等又は鉄道事業者は、雑踏事故が発生した場合には、迅速に消防本

部、赤穂警察署、県（災害対策課）等にその旨通報するとともに、負傷者を搬送し、

救護活動に必要な場を確保するなど応急措置に努める。 

消防本部は、会場及び周辺の道路の混雑状況等、消防活動を実施する上で必要な状

況の迅速かつ的確な把握に努め、救助活動に迅速に着手するとともに、必要に応じ

て、広域応援を他の消防機関又は県に要請する。 

また、多数の負傷者が発生した場合、速やかに災害救急医療情報システムを活用

し、災害拠点病院、地区医師会へ情報提供し、協力を依頼するとともに、必要に応じ

て、災害拠点病院等の医師と連携をとり、医療上の助言を得るなど、医療機関と連携

をとり、医師の派遣及び搬送先の医療機関の確保を的確に行う。 

医療機関は、行事等の主催者等及び消防機関と事前に連携を図っている医療機関

は、関係機関から雑踏事故発生の第一報を受けた場合、医師、看護師等の招集など負

傷者の受入体制を整えるよう努める。 

赤穂市医師会は、関係機関から雑踏事故発生の第一報を受けた場合、現地へのトリ

アージ医師の派遣、現地における医療行為を実施するための医療関係者の派遣等に

ついて、協力するよう努める。 
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赤穂警察署は、事故の拡大防止と負傷者の救護に最善の努力を払い、事故現場の群

衆から負傷者を隔離するとともに、救護活動に必要な道路及び場所を確保する。 

また、主催者等関係機関と連携して、効果的な広報活動によって人心の安定を図

る。 

④ 港則法に基づく応急対策 

姫路海上保安部長は、船舶交通の危険が生ずるおそれがあるときは、港則法第39条の規

定に基づき、船舶交通を制限し、又は禁止する。 

⑤ 港湾及び漁港の応急対策 

港湾管理者及び漁港管理者は、早急に施設の被害状況を把握し、国土交通省又は農

林水産省に対して被害状況を報告し、必要に応じて、応急復旧等を行う。 

（２）緊急輸送の確保（災害対策基本法に基づく応急対策） 

① 交通規制 

公安委員会は、その管轄区域又はこれに隣接する府県において発生した災害について、

緊急輸送を確保するため、必要があると認めるときは、災害対策基本法第76条の規定に基

づき、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限する。 

この場合において、公安委員会は、被災地の実態、道路及び交通の状況を把握するとと

もに、被災地を管轄する兵庫県公安委員会、知事（兵庫県災害対策本部長）、市長（赤穂

市事故対策本部長）と緊密に連絡して、通行の禁止又は制限に関する資料を収集し適正な

判断を行う。 

② 規制に伴う措置 

ア 公安委員会は、①による交通規制を行うときは、その規制の内容を通知し、又は周知

を図る。 

イ 公安委員会は、①による交通規制を行ったときは、適当な迂回路を明示して一般の交

通に支障がないようにする。 

ウ 現場の主要地点に警察官等を派遣し、緊急輸送の確保に支障がないよう措置する。 

③ 緊急通行車両の確認 

ア 確認を行う機関 

緊急通行車両であることの確認（標章及び証明書の交付）は、災害対策基本法施行令

第33条に基づき、おおむね次の区分により、知事又は公安委員会が行う。 

また、従前の緊急通行車両等事前届出済証又は規制除外車両事前届出済証の交付を

受けている車両については、他に優先して、兵庫県公安委員会は、兵庫県警察本部（交

通規制課）、警察署又は検問所において、緊急通行車両及び規制除外車両であることの

審査確認を行い、標章及び確認証明書を交付する。 

なお、緊急通行車両、規制除外車両の事前届出がなされている車両については、他に

優先して手続を行い、この場合、確認のための必要な審査は省略される。 
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区 分 確認事務取扱機関 対象車両 

知  事 

兵庫県災害対策本部室、又は 

危機管理部災害対策課 

 

 

 災害の状況により、 

 地方機関に委任 

1 兵庫県災害対策本部及び被災市町災害対

策本部の使用する車両 

2 応援のため兵庫県、県下の市町、又は他

府県が使用する車両 

3 防災会議関係機関の使用する車両 

4 報道機関の使用する車両 

公安委員会 
交通部交通規制課、 

又は警察署交通課 
すべての車両 

イ 確認の基準 

緊急通行車両であることの確認の基準は、原則として下記のとおりであるが、災害の

状況により、知事と公安委員会は、協議の上、具体的な基準を決定する。 

なお、確認の手続について必要な事項は、関係機関に通知するとともに、一般に周知

させるように努める。 

基  準 

1 災害応急対策に従事する者の緊急輸送であること。 

2 災害応急対策に必要な物資の緊急輸送であること。 

3 その他応急措置を実施するための緊急輸送であること。 

ウ 標章等の確認 

確認を行う機関は、車両の使用者の申し出に基づき、緊急通行車両であることを確認

したときは、災害対策基本法施行規則第６条に定める標章及び証明書を交付する。 

（参照）資料編様式集3-4 標章（P様式-8）          

（参照）資料編様式集3-5 緊急通行車両確認証明書（P様式-9） 

エ 緊急通行車両、規制除外車両の事前届出 

兵庫県公安委員会は、兵庫県と連絡をとりつつ、災害応急対策活動の円滑な推進に資

するため、緊急通行車両の確認届出、規制除外車両の事前届出を受理する。 
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緊急通行車両のうち、事前届出の対象とする車両 

災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災

害応急対策を実施するための車両として、次のいずれにも該当する車両。 

ア 災害時において、災害対策基本法第50条第１項に規定する災害応急対策を実施

するために使用される計画がある車両 

イ 指定行政機関等が保有し、若しくは指定行政機関等との契約により常時指定行

政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等

から調達する車両 

 

規制除外車両のうち事前届出の対象とする車両 

災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切であって、次のいずれか

に該当する車両。 

ア 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

イ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両 

ウ 患者等を搬送するための特別な構造又は装置を備えた車両 

エ 道路啓開のための車両、建設用の重機又は建設用の重機と同一の使用者による

当該重機を輸送するための車両 

 

２ 輸送、移送対策 

（１）実施機関 

災害輸送、移送の実施は、その応急対策を実施する部が行うものとする。 

ただし、車両等については、その円滑な運営を図るため総務部管理班において、配車、配

船表を作成し、各部の要請に基づき、各車両、船艇の調達を行い各部に配置する。 

① 災害輸送の種別 

災害輸送は、次の種別の内最も適切なものをもって行う。 

ア 貨物自動車、乗合バス等の自動車によるもの 

イ 鉄道によるもの 

ウ 船艇によるもの 

エ 航空機によるもの 

オ 人夫等によるもの 
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② 輸送力の確保 

災害輸送のための自動車等輸送力の確保については、おおむね次のとおりとする。 

ア 確保の順位 

自動車等の確保借り上げは、おおむね次の順位による。 

a)  災害応急対策実施機関所轄の車両等 

b)  公共的団体の車両等 

c)  営業者及び会社等事業所の所有の車両等 

d)  その他自家用車両等 

イ 調達方法 

a)  原則として本市保有車による。 

b)  各部において車両等を必要とするときは、次の事項を明示し、総務部管理班に依

頼する。 

なお、用務終了の場合は、直ちに報告する。 

・輸送区間、又は借り上げ期間 

・輸送量、又は台数等 

・集合の場所及び日時 

・その他の条件 

c)  総務部管理班において必要台数の確保が不可能なときは、兵庫県災害対策本

部に連絡の上調達する。 

d)  赤穂市保有車 

■赤穂市保有車一覧表（総括） 

バ ス 
小型普通 

乗用車 

普通 

貨物車 

小型 

貨物車 
軽自動車 

特殊自動車 

＜ｼｮﾍﾞﾙ･ﾌﾞﾙ＞ 
計 

2 17 10※ 23 76 4 132 

※ 給食センターコンテナ車６台を含む 

e)  市内営業用自動車 

■市内営業用自動車一覧表（指定公共機関、指定地方公共機関関係） 

名  称 所在地 電 話 
保有数 

計 
ﾄﾗｯｸ バス 特殊 

日本通運株式会社 

神戸支店ロジスティクス部 

姫路ロジスティクスセンター 

姫路市網干区浜田1250-20 079－271－6821 7   7 

西播通運株式会社 

赤穂営業所 

住友赤穂支店 

赤穂市西浜北町1074－27 
0791－42－2261 

0791－42－2292 
8(1)   8 

株式会社ウイング神姫 

相生営業所 
相生市竜泉町394-1 0791-22-5180  2  2 

計   15 2  17 

（注）1 不足する場合は、その他の建設業者、事業所等の協力を求める。 
2 （ ）内は夜間の場合。 
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f)  市内事業所所有の自動車 

水防計画書に示すところによる。 

g)  船艇（漁船） 

■船艇（漁船）一覧表 

所  属 代表者 電 話 隻 数 備  考 

赤穂市漁業協同組合 大河 優 0791－45－2260 120  

（注）船艇の保有数は、平成31年3月31日現在。 

ウ 鉄道による輸送 

道路の被害等による輸送が不可能なとき、あるいは他都市等遠隔地で、物資、資材等

を確保したときで鉄道によって輸送することが適当なときは、それぞれの実施機関に

おいて行う。 

エ 船艇による輸送 

陸上交通による輸送が困難な状態にあるか、又は途絶したときは、物資等の海上輸送

を図る。 

オ 航空機による輸送 

一般交通の途絶に伴って緊急に空中輸送が必要なときは、自衛隊等に派遣要請を行

う。 

カ 人夫等による輸送 

車両等による輸送が不可能なときは、人夫等により輸送する。 

③ 各車両、船舶の遵守事項 

ア 出動した車両及び船艇は命令された作業が終了したときは、直ちに総務部管理班に

報告する。 

イ 命令を受けて出動した車両、船艇は出動先で原則として命令以外の作業はしない。 

ただし、人命に関わるなどやむを得ない場合は、速やかにその作業を終了し、総務部管

理班にその旨報告する。 

ウ 待機中の車両は、別命がない限り、指定場所で運転手はその車両から離れないで待機

する。 

④ 災害救助法による輸送 

ア 救助のため、次に掲げる事項についての移送、又は輸送を行う場合においては、輸送

費を支出する。 

⚫ 被災者の避難 

⚫ 飲料水の供給 

⚫ 医療及び助産 

⚫ 被災者の救出 

⚫ 遺体の捜索 

⚫ 遺体の処理 

⚫ 救済用物資の整理配分 

イ 救助のため支出する輸送費の額は、市内における通常の実費とする。 

ウ 救助のための輸送費を支出する期間は、当該救助の実施が認められている期間以内

とする。 
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３ 緊急輸送活動 

（１）輸送に当たっての配意事項 

本市及び防災関係機関は、輸送活動を行う際は、次のような事項に配意して行う。 

① 人命の安全 

② 被害の拡大防止 

③ 災害応急対策の円滑な実施 

（２）輸送対象の想定 

① 第１段階 

ア 救助・救急活動、医療活動の従事者、医療品等人命救助に要する人員、物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

ウ 政府災害対策要員、県・市町災害対策要員、情報通信・電力・ガス・水道施設保安要

員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 

エ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

オ 緊急輸送に必要な輸送施設・輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資 

② 第２段階 

ア 上記①の続行 

イ 食料、水等生命の維持に必要な物資 

ウ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

③ 第３段階 

ア 上記②の続行 

イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ウ 生活必需品 

（３）緊急輸送の支援 

① 海上輸送の支援 

ア 係留岸壁の確保 

港湾管理者、漁港管理者は、効果的な緊急輸送を行うため、耐震強化岸壁のほか、陸

揚げ可能な岸壁を調査の上、確保する。 

緊急物資の一時保管等に必要なヤードを確保するため、ヤード使用者に対し、貨物の

移動を命じる。 

イ 支援要員等の確保 

本市は、巡視船艇等からの緊急物資の陸揚げに必要な人員を確保するとともに、職員

を緊急物資の陸揚げ現場に派遣する。 

② 空中輸送の支援 

ア ヘリコプターの臨時離着陸場等の確保 

本市は、緊急輸送に必要なヘリコプターの臨時離着陸場やホイスト地点を確保する。 

イ 支援要員等の確保 

本市は、航空機に緊急物資を搬入・搬出するために必要な人員を確保する。 
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４ 道路管理者等による措置命令及び措置 

道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者（以下、「道路管理者等」という。）は、道路上に

放置車両や立ち往生した車両等が発生した場合に、災害応急対策の実施に著しい支障が生じ

るおそれがあり、かつ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるとき

は、その管理する道路について、その区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者、所

有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動すること、その

他当該指定をした道路の区間における緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置を命

じ、又は道路管理者等自ら当該措置をとる。 

なお、当該措置をとる上で、車両等の移動場所を確保するためやむを得ない必要があると

きは、道路管理者等は、その必要な限度において、他人の土地を一時使用等する。 

（１）措置をとる区域又は区間 

道路管理者等は、当該措置をとるときは、区間の起終点を示すことによって路線ごとに

道路の指定を行うほか、必要に応じて一定の区域内を包括的に指定する。 

（２）指定の通知 

道路管理者等が、道路区間の指定をしようとする場合は、あらかじめ、公安委員会及び所

轄警察署に道路の区間及びその理由を通知する。 

ただし、緊急を要する場合であらかじめ通知するいとまがないときは、事後に通知する。 

なお、県公安委員会は、道路管理者等に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間

において、災害対策基本法第76条の６に基づく、道路管理者等による権限の行使を要請す

ることができる。 

（３）措置をとる区域又は区間の周知 

道路管理者等は、道路区間の指定をしたときは、直ちに、当該指定をした道路の区間内に

在る者に対し、道路情報板、立看板、ラジオ等を活用して周知させる措置をとる。 

（４）市等への指示 

国土交通大臣は、緊急通行車両の通行を確保し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われ

るようにするため特に必要があると認めるときは、災害対策基本法施行令の定めるところ

により道路管理者又は港湾管理者に、農林水産大臣は、漁港管理者に、知事は市に対し、災害

対策基本法第76条の６に基づく措置をとるべきことを指示することができる。 



第５編  大規模事故災害応急対策計画 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

5-80 

■災害対策基本法に基づく車両等の移動の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 兵庫県消防防災ヘリコプターの支援要請 

（１）ヘリコプター支援の原則 

現に災害が発生し、又は発生するおそれのある場合で、次の用務に該当するときは、

支援要請する。 

① 緊急に人命救助をする必要があるとき 

② 医薬品等の緊急物資を輸送する必要があるとき 

③ 航空機の運航は当分の間昼間に限るものとし、兵庫県の災害対策用務に支障のないと

き 

（２）支援要請手続 

① 要請方法 

兵庫県に対するヘリコプターの支援要請は、市長（赤穂市災害対策本部長）又は消防長

が兵庫県消防防災航空隊に対し手続を行い、事後速やかに所定の消防防災ヘリコプター

緊急運航要請書を兵庫県消防防災航空隊に提出する。 

ただし、兵庫県災害対策本部が設置された場合は、兵庫県災害対策本部事務局に要請を

行う。 
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② 連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要請に際し兵庫県へ連絡すべき事項 

支援を要請する場合は、次の事項について連絡を行う。 

① 災害の発生場所、発生時間、内容、原因 

② 要請を必要とする理由 

③ 活動内容、目的地、搬送先 

④ 現場の状況、受入体制、連絡手段 

⑤ 現地の気象条件 

⑥ 現地指揮者 

⑦ その他必要事項 

（４）要請者において措置する事項 

① 離発着場の選定 

② 離発着場における措置（散水、ヘリポート表示、風向表示、ヘリコプターの誘導） 

（５）患者の搬送 

患者の搬送については、医師が承認し、同乗するよう措置する。 

併せて、受入先の病院、窓口責任者等について体制の整備を図っておく。 

 

市  長 

消 防 長 

支援要請 
兵庫県消防 
防災航空隊 

支援要請電話番号 

○昼間( 8:45～17:30 ) 

兵庫県消防防災航空隊 
  TEL  050-5824-9200（ホットライン） 
  TEL  078- 303-1192（航空隊） 
  FAX  078- 302-8119 

○夜間(17：30～翌8：45) 
神戸市消防局 警防部司令課 

TEL 078-333-0119 
FAX 078-302-8119（航空隊） 

○兵庫県災害対策本部が設置された場合 

災害対策本部事務局(兵庫県災害対策センター
内) 

TEL 078-362-9900 
FAX 078-362-9911 

○ドクターヘリの要請 
県立加古川医療センター（要請ホットライン） 

TEL  079-438-8199 

回答 
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第６節 災害広報・広聴 

 

担 当 

責 任 者  危機管理監、市長公室長、市民部長 

  総務部長、消防長 

班  情報班、広報班、住民支援班、通信指令班、警防班 

関係機関  赤穂警察署、報道機関 

 

１ 実施機関とその役割 

 

機 関 名 広 報 ・ 報 道 内 容 

赤   穂   市 

 

① 災害情報、防災体制に関すること 

・ 事故災害状況と今後の見通し 

・ 飲料水等の摂取制限の状況 

② 避難に関すること 

・ 避難指示等 

・ 収容施設 

③ 応急対策活動の状況に関すること 

・ 救護所 

・ 交通、道路、電気、水道等の復旧 

④ 市民生活に関すること 

・ 給食、給水、下水 

・ 電気、ガス等の二次災害の防止 

・ ごみ及び災害廃棄物の処理 

・ 防疫、衛生の知識 

・ 臨時災害相談所の開設 

・ 安心情報、デマ情報の防止 

・ 市民の志気、相互扶助精神の高揚 

消防本部（署） ① 火災の発生防止、初期消火に関すること 

② 火災の発生状況に関すること 

③ 災害現場における避難の勧告指示に関すること 

赤 穂 警 察 署 ① 被害状況、治安状況、救援活動、警備活動 

② 道路交通に関すること 

③ 防犯指導等の犯罪予防に関すること 

④ 災害現場における避難、誘導に関すること 

防 災 関 係 機 関 ① 機関の活動体制に関すること 

② 電気、ガス等の二次災害の防止に関すること 

③ 所管業務の被害状況、復旧状況に関すること 

④ 感電、転落、落下物等の事故防止 

姫路海上保安部 ① 海上における被害状況、治安状況に関すること 

② 船舶の航行規制に関すること 

③ 海難の発生状況に関すること 
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（市民への呼びかけ等） 

（看板等） 

（パトロールカー等による広報） 

（消防車等による広報） 

（看板等） 

（車内放送） 

（広報車、窓口掲示、看板等） 

（防災行政無線、サイレン吹鳴、広報車、ホームページ、携帯メール、LINE等） 

２ 広報の媒体（手段） 

広報の媒体の選定は、赤穂市事故対策本部が状況を判断の上、以下の中から適切な方法を

選定する。 

① 広報車による伝達（指揮本部広報班、消防本部警防班） 

② 自治会組織（自主防災組織）を通じて伝達（市民部住民支援班） 

③ 赤穂市公式ＬＩＮＥによる伝達（指揮本部広報班） 

④ 赤穂市のホームページ、防災情報ネット（メール）による伝達（指揮本部広報班） 

⑤ 各水防区を通じての連絡（消防本部通信指令班） 

⑥ サイレン吹鳴等による周知（指揮本部広報班） 

⑦ ラジオ・テレビを通じての放送（指揮本部広報班） 

⑧ 防災行政無線による周知 

⑨ Ｌアラート（災害情報共有システム）の活用 

３ 広報の決定 

災害時に本市が行う広報は、次のとおりである。 

① 赤穂市事故対策本部の自主的な判断によるもの 

② 各担当部班、防災関係機関からの情報により赤穂市事故対策本部が必要と判断した

もの 

広報活動の可否内容は、市長（赤穂市事故対策本部長）の判断により実施する。 

各担当部班からの情報は、指揮本部本部総務班で集約され、市長（赤穂市事故対策本部長）

の判断、指示のもと広報班が実施する。 

＜市民への伝達手段の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤

穂

市

事

故

対

策

本

部 

報 道 機 関 
ラジオ・テレビ 

新 聞 等 

警 察 署 

防災関係機関 

（鉄道、電気、 
電話等） 

交 番 等 

消防本部（署） 

駅・列車等 

支社・営業所
等 

乗客 

市

民

・

事

業

所 



第５編  大規模事故災害応急対策計画 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

5-84 

４ 広報の内容 

災害発生後、緊急に市民に伝達すべき情報の内容は、次のとおりとする。 

① 大規模事故の情報･････････････ 例文9(資料編資料集3-18（P資料-140～141）参照) 

② 災害の発生状況･･･････････････ 例文4(資料編資料集3-18（P資料-139）参照) 

③ 二次災害に関する情報･････････ 例文4(資料編資料集3-18（P資料-139）参照) 

④ 避難指示の情報･･･････････････ 例文5(資料編資料集3-18（P資料-139）参照) 

⑤ 市民の安否情報･･･････････････ 例文2(資料編資料集3-18（P資料-138）参照) 

⑥ 緊急医療情報･････････････････ 例文6(資料編資料集3-18（P資料-140）参照) 

⑦ 緊急道路・交通規制情報･･･････ 例文3(資料編資料集3-18（P資料-139）参照) 

 

５ 各関係機関との調整 

（１）赤穂市事故対策本部が広報を実施したとき 

赤穂市事故対策本部は、広報を実施したときは直ちに関係機関の連絡員（連絡員が派遣

されていない場合は連絡責任者）にその旨を通知する。 

連絡員は、その旨を所属機関に報告する。 

 

 

 

（２）関係機関が広報を実施したとき 

関係機関が個別に広報を実施したときは、連絡員（連絡員が派遣されていない場合は連

絡責任者）を通じて直ちに赤穂市事故対策本部へ通知すること。 

 

 

 

通知の内容は、次のとおりとする。 

① 広報を実施した日時 

② 広報の目的 

③ 広報内容の概要 

このうち、実施した日時については、混乱防止の上で特に重要である。 

（３）安否確認情報の共有 

本市は、兵庫県、航空運送事業者、鉄道事業者、道路管理者、消防機関、警察本部、医

療機関等と必要な範囲で相互に被害者の安否確認等に関する情報の共有に努め、必要に応じ

て適切に提供を図る。 

関係機関 赤穂市事故対策本部 連絡員 

赤穂市事故対策本部 連絡員 関係機関 
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６ 報道機関への発表 

（１）赤穂市事故対策本部の発表 

赤穂市事故対策本部は、指揮本部広報班を窓口として報道機関に対して災害に関する情

報を発表する。 

なお、事項の軽重、緊急性等を検討したうえで報道機関へ発表する。 

（２）消防本部（署）の発表 

消防本部（署）が行う発表は、指定する幹部が行う。 

なお、現場活動及び状況等については、現場最高責任者が発表を行う。 

７ 実施体制 

 

班 活動項目 班数 各項目の構成員 

広報班 

連絡調整 

広報実施 

報道機関対応 

広報車 

１班 

１班 

１班 

５班 

指定職員 

指定職員 

指定職員 

指定職員 各班２人 

 

８ 災害放送の要請 

① 市長（赤穂市事故対策本部長）は、災害に関する通知、要請、伝達又は警告に放送局を

利用することが適切と認めるときは、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、

次に掲げる事項を明らかにして、やむを得ない場合を除き兵庫県（災害対策地方本部

経由）を通じて放送を要請する。 

ア 放送要請の理由 

イ 放送事項 

ウ 放送希望日時 

エ その他必要事項 

② 放送の要請は、原則として文書で行い、緊急やむを得ない場合は、電話又は口頭によ

る。 
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９ 広聴 

本市は、災害時において、次の広聴活動を実施する。 

（１）広聴活動の実施 

被災地の市民の要望事項等を把握するとともに、市民からの各種問合せに速やかに対応で

きるよう、市庁舎に専用電話及び専用ファクシミリを備えた窓口を開設する等、広聴活動

を実施する。 

（２）要望等の処理の方法 

① 問合せ内容に対する回答結果を、統一的な文書として作成し、掲示又は班員へ配布し

て、その後の対応の迅速化を図る。 

② 問合せ内容・件数を記録し、必要に応じて、翌日以降の広報内容に反映させる。 

③ 要望、苦情等については、速やかに各関係機関へ連絡し、早期解決に努める。 

④ 処理方法の統一化を図るため、聴取用紙等を整備する。 

１０ 飲料水、飲食物の摂取制限等 

本市は、原子力災害等により、兵庫県が実施する緊急時モニタリングの結果、飲料水、

飲食物、農林水産物等の汚染度が食品衛生法上の基準値を超過していると認められるとき

は、国及び兵庫県の指導・助言並びに指示を受けて、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水、

食物の摂取制限や汚染農林水産物の摂取、出荷制限等必要な措置を講じるほか、市民等に

対して摂取制限を行うよう呼びかける。 

なお、毒物・劇物が漏えいした場合においても、安全が確認できるまで摂取制限を行う。 

 

兵
庫
県
災
害
対
策
本
部 

兵
庫
県
災
害
対
策
地
方
本
部 

（
西
播
磨
県
民
局
） 

赤
穂
市
災
害
対
策
本
部 

朝日放送テレビ株式会社 

関西テレビ放送株式会社 

株式会社毎日放送 

讀賣テレビ放送株式会社 

大阪放送株式会社（ラジオ大阪） 

ＮＨＫ神戸放送局 

株式会社サンテレビジョン 

株式会社ラジオ関西 

ＦＭ８ ０２（ F M  C O C O L O） 
関西インターメディア（株） 

兵庫エフエム放送株式会社 
（株）Kiss－FM ＫＯＢＥ 

朝日放送ラジオ株式会社 
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１１ 社会秩序の維持対策 

（１）治安の確保 

本市は、航空機災害、鉄道災害、道路災害、海上災害、原子力災害等の発生場所及びそ

の周辺における治安の確保について、関係機関と協議し、万全を期する。 

（２）流言飛語の防止 

本市は、航空機災害、鉄道災害、道路災害、海上災害、原子力災害等に係る正確な情報

を広報することにより、流言飛語を防止する。 

特に、風評被害等の影響が大きい原子力災害時においては、各種制限措置が全て解除

されたときは、当該地域における安全が回復した旨を発表するとともに、風評による影

響を受けた事業者等に対し、地元産品のＰＲ、誘客キャンペーン、物産展等による支援

を検討する。 

（３）悪質商法等の防止 

本市は、混乱に便乗した不当販売等を防止するため、商品及び役務の適正な取引に係る広

報を実施するとともに、消費生活相談を強化する。 
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第７節 遺体の収容、処置 

 

担 当 

責 任 者  市民部長、健康福祉部長 

班  防疫班、救援協力班 

関係機関  
赤穂警察署、姫路海上保安部、赤穂健康福祉事務所、赤穂市医師会、

日赤兵庫県支部赤穂地区、相生・赤穂市郡歯科医師会 

 

１ 実施機関 

① 災害救助法が適用された場合における遺体の処理及び埋葬については、知事が行う。 

ただし、知事から市長が行うこととされた場合、及び災害救助法が適用されない場合に

ついては、市長が実施する。 

② 本市は、赤穂警察署等関係機関と連携し、災害による犠牲者の遺体の収容、処置等一連

の業務を実施する。なお、災害救助法が適用された場合は、第３編 第３章 第23節「災害

救助法の実施」に基づき対応する。 

③ 兵庫県は、大規模災害により多数の犠牲者が発生し、本市から要請があった場合、国等

の協力を得て、遺体の処置が速やかに実施できるよう支援する。 

２ 実施の方法 

本市は、遺体を発見した場合は、赤穂警察署と連携し、以下の対応を行う。 

① 警察署への連絡（遺体発見後、速やかに） 

② 警察署による遺体の検視等 

③ 市医師会等の協力を得た遺体の検案 

④ 遺体の収容・安置 

⑤ 遺体の火葬・埋葬 

３ 遺体処置班の編成及び組織 

遺体の処置は、検視を行う警察署、姫路海上保安部と密接な連絡をとり実施するものとし、

必要に応じ、葬祭業者等の協力を得て、おおむね次の班編成を構築して実施する。 

また、活動に必要な資器材等について、調達・確保する。 

■遺体処置班の編成及び組織 

処理区分 班 長 班 員 備 考 

遺体の洗浄、検案等の補助及び一時保存 １名 ４名  

遺体輸送班 １名 ３名 運転手を含む 

埋火葬班 １名 ４名  
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４ 遺体の処置方法 

① 遺体は、遺体の処置及び検視（警察官立ち会い）の後、遺体収容所に安置して一時保存

する。 

② 身元確定の遺体は、遺体引受人（遺族）に引き渡し、戸籍法、同法施行規則及び墓地、

埋葬等に関する法律、同法施行規則により火葬する。 

③ 死亡者の本籍が明らかでない場合又は死亡者を確認することができない場合の遺体

は、戸籍法により警察官から検視調書を受け、行旅病人及行旅死亡人取扱法により火葬

する。 

④ 市長は、本市のみで遺体の収容及び処置が困難な場合は、必要事項を示して兵庫県又

は他の市町その他関係機関の応援を要請する。 

⑤ 本市は、火葬・埋葬について本市のみで対応できないときは、遺体の輸送に必要な車両

等の数を示して兵庫県に応援を要請する。 

⑥ 遺体の火葬・埋葬についての相談室を設置し、市民等からの相談に対応する。 

■赤穂市斎場 

所 在 地 火葬能力 備  考 

赤穂市南野中759-2 ８体／日 
稼働 １日８Ｈ（平常時） 

１体 ３時間 １日 ２体（１炉当たり） 

 

５ 遺体の検視場所 

遺体の検視場所は、次の施設とする。 

ただし、必要に応じて市内の公共施設を使用する。 

■遺体の検視場所 

施 設 名 優先順位 所 在 地 

市民総合体育館 １ 加里屋1278 

赤穂地区体育館 ２ 加里屋中洲3丁目57-1 

 

６ 遺体の収容所 

遺体の収容は、資料編に示す寺院とする。 

ただし、必要に応じて市内の公共施設を使用する。 

（参照）資料編資料集3-21 遺体の収容所一覧（P資料-147） 
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第８節 危険物等への対応 

 

 責 任 者  消防長 

担 当 班  通信指令班、警防班、消防調査班 

 関係機関  各項目に記載 

 

危険物等取扱施設での事故等発生時における対応は、本編各章各編に準じるものとする

ほか、事故等ごとの対応については、以下に示す事項に留意する。 

１ 危険物 

本市、兵庫県及び施設の管理者は、危険物施設等の事故により、石油類が流出し、又は

火災が発生した場合は、次の応急措置をとる。 

（１）施設等の管理者が実施する対策 

① 防災関係機関への通報 

火災の場合は消防本部に緊急通報し、石油類流出の場合は、消防本部のほかにも、本

市、赤穂健康福祉事務所、兵庫県生活衛生課、姫路海上保安部に、下記事項を速やかに

連絡する。 

ア 発生日時及び場所 

イ 通報者及び原因者 

ウ 下流での水道水源の有無 

エ 現状及びその時点での対応状況 

② 消防活動及び被災者の救出救助 

③ 危険物除去及び流出石油類等の拡散防止 

（２）赤穂市及び兵庫県が実施する対策 

① 危険物等の特定 

② 防災関係機関及び流出下流地域への通報 

③ 立入禁止区域の設定及び交通規制 

④ 避難誘導及び群衆整理 

⑤ 消防活動及び被災者の救出救助 

⑥ 危険物除去及び流出石油類等の拡散防止 

⑦ 市民に対する広報活動 
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２ 高圧ガス 

（１）高圧ガス施設等 

災害が発生した場合は、施設等の責任者は、速やかに事業所内に災害対策本部等を設

置し、消防署、警察署及び高圧ガス関係機関と連絡をとり、速やかに次の措置を講じる。 

① 施設が危険な状態となったときは、直ちに作業を中止し関係者以外は退避させる。 

② 高圧ガスの漏洩、あるいは爆発等のおそれのある施設の配管の各種弁類等の緊急遮

断措置を行うとともに、出火防止の措置を講じる。 

毒性ガスについては、空気呼吸器等保護具を装備の上実施する。 

③ 施設の現状把握と災害発生の危険の有無の確認をするため、各施設、防火・消火設

備、保安電源、近隣の状況の把握等の応急点検を実施する。 

④ 施設に損傷等異常が発見されたときは、応急補修等適切な措置を行い、施設からの

出火及び漏洩事故を防止する。 

⑤ 漏洩ガスが静電気、摩擦等により発火した場合は、状況を的確に把握し、初期消火

に努め、火災の拡大を防止する。 

⑥ 状況により、防災要員以外の従業員及び市民に対して避難誘導を行う。 

（２）ＬＰガス施設等 

ＬＰガス事業者等は、ＬＰガスによる災害を最小限に止め、ＬＰガスの消費者及び市

民等の安全を確保するため、速やかに事業所内に災害対策本部等を設置し、消防署、警

察署及び一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会等関係機関と密接な連携を図り、適切な措置

を講じる。 

① 事業者等は、地域のＬＰガスの被害状況の把握に努めるとともに、被害状況を一般

社団法人兵庫県ＬＰガス協会等関係機関に連絡及び報告等を迅速に行う。 

また、一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会は、被害状況をとりまとめ、兵庫県危機管理

部消防保安課に連絡及び報告等を適切かつ迅速に行う。 

② 事業者等は、被害状況に応じ、応急処置の指示・出動による対処を迅速に行う。 

③ 必要に応じ、関係機関に対し応援出動、防災資機材の提供を要請するものとし、併

せて、受入れに必要な作業を行う。 

（３）赤穂市 

本市は、兵庫県、一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会等関係機関と緊密な連携を図り、

災害状況を早期に把握し、ガスの漏洩により、火災・爆発等が発生した場合、又はその

おそれがあると判断した場合は、市民等の安全を図るため、避難等に迅速かつ的確な措

置を講じる。 
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３ 火薬類 

事業者は、火薬類貯蔵施設等の付近で災害が発生した場合は、速やかに事業所内に災害

対策本部等を設置し、防災関係機関と連携して、次の措置を講じる。 

（１）事業所等 

① 事業者は、火薬庫の周辺に災害が発生した場合、又は貯蔵中の火薬類に引火爆発の

おそれが生じた場合、貯蔵中の火薬類を近隣の火薬庫等に迅速に搬出する。搬出に際

しては、本市、兵庫県、警察署及び消防署に対し、連絡を取り対処する。 

② 火災・爆発等が発生した場合は、主に延焼防止活動を行うとともに、消防署に迅速

に連絡し、消火活動等に必要な情報を消防職員に提供する。 

③ 製造所においては、作業者の安全確保のため、防災関係者以外の作業員を迅速に安

全な場所に避難させる。 

④ 状況により、防災要員以外の作業者及び市民に対して避難誘導を行う。 

⑤ 災害が発生した場合は、直ちに警察署及び消防署に連絡する。 

（２）消費場所 

① 災害により火薬類が埋没した場合、火薬類の存在する場所が分かるよう旗等により

標示し、見張人を置くとともに、関係者以外に立入禁止措置を講じる。 

② 火災・爆発等が発生した場合は、作業者等を迅速に安全な場所に避難させるととも

に、二次災害を防止する措置を講じる。 

③ 災害が発生した場合は、直ちに警察署及び消防署に連絡する。 

（３）運搬中における応急措置 

① 運搬者は、火薬類の運搬作業中に事故等が発生した場合、安全な場所に車両又は火

薬類を移動させ、火薬類が落下・散乱した場合は、速やかに回収し、火薬類の盗難防

止のため、警戒監視する。 

② 運搬者は、車両に損傷を受けたとき等の緊急措置が必要な場合、荷送人又は運搬事

業主へ速やかに報告し、その指示を受ける。 

荷送人は、必要な指示を行うとともに、代替車の手配及び近隣火薬庫占有者等への

保管委託等を行う。 

４ 毒物・劇物 

本市、兵庫県及び施設の責任者は、毒物・劇物の漏洩、流出、浸出、拡散等の事故発生

の場合は、次の応急措置をとる。 

① 保健所等防災関係機関への通報 

② 立入禁止区域の設定及び交通規制 

③ 避難誘導及び群衆整理 

④ 中和除毒の安全措置及び被災者の救出救助 

⑤ 市民に対する中毒防止方法等の広報活動 

⑥ その他災害の状況に応じた必要な措置 
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５ 放射性物質 

本市、兵庫県及び施設の責任者は、放射性物質の放射線障害が発生した場合は、次の応

急措置をとる。 

① 防災関係機関への通報 

② 放射線量の測定 

③ 危険区域の設定 

④ 立入禁止制限及び交通規制 

⑤ 危険区域の市民の退避措置及び群衆整理 

⑥ 被ばく者等の救出救助 

⑦ 市民に対する広報活動 

⑧ その他災害の状況に応じた必要な措置 

６ 原子力発電所事故災害 

福井県内に立地する原子力発電所において事故が発生した場合の対応については、次の

措置を講じる。 

（１）情報の収集 

本市は、関西広域連合より兵庫県を通じて、原子力事業者の事故等の情報を収集する。 

また、国がリアルタイムでホームページ上に公表している空間放射線量率のデータの

監視、原子力事業者等が実施したモニタリングの結果や、兵庫県が収集したモニタリン

グ結果を収集する。 

＜原子力規制委員会＞ 

放射線モニタリング情報共有・公表システム（放射線量測定マップ） 

https://www.erms.nsr.go.jp/nra-ramis-webg/ 

（２）応急活動 

応急活動については、本章各節に準じるものとし、特に原子力災害に係る事項につい

ては以下による。 

① 市民への情報伝達 

関西広域連合は、緊急時モニタリング結果の提供を受けた場合には、構成団体及び

連携県と共有するとともに、解説を付したり、専門家の意見を添えたりするなど、わか

りやすい形で市民等に情報発信を行うとされている。 

本市は、兵庫県を通じて収集した情報を市民等に対し伝達する。 

② 避難及び状況調査 

本市は、原子力災害対策特別措置法第15条に基づく内閣総理大臣の指示があった場

合は、指示内容に基づき、屋内退避等の措置をとる。 

また、放射性物質による汚染状況調査等により、予測線量が「退避及び避難に関する
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指標（原子力規制委員会）」に掲げる線量区分に該当すると認められる場合、被害予想

地区周辺地域の市民に対し、屋内への退避や警戒区域の設定等の状況に応じた措置を

とる。 

警戒区域への立入制限、交通規制等は、警察署等関係機関に要請する。また、防災対

策の実施に当たっては、放射線量の実測値等を踏まえ、柔軟に対応する。 

③ 屋内退避の際の注意事項 

屋内退避の指示を行う場合には、次の注意事項を併せて周知する。 

ア 屋外にいる人は、自宅や近くの建物の中に入ること。 

イ 地震による被害や地震活動により自宅への退避が困難な場合は、コンクリート施

設等耐震性の高い建物に避難すること。 

ウ 県や市からの指示があるまでは外出を控えること。 

エ ドアや窓を全部閉め、エアコン・換気扇等を止めること。 

オ 放射性物質放出後に屋外から帰った場合は、放射性物質を洗い流し、着替えた衣

類はビニール袋に保管し、他の衣類と区別しておくこと。 

カ 食品にはフタやラップをし、また飲料水を確保するため、ペットボトル等に水を

入れ、密閉しておくこと。 

キ テレビ・ラジオ・防災行政無線等による行政機関からの指示などに注意すること。 

④ 飲料水・食品等の放射性物質濃度の測定 

本市は、国からの指示等により、放射性物質の濃度測定を実施するとともに、県が実

施する測定が円滑に行われるよう協力する。 

⑤ 避難・一時移転の実施 

本市は、国からの指示があった場合、又は危険情報を把握した場合には、ＯＩＬの基

準に基づき、市民の避難・一時移転を実施する。 

また、自然災害を原因とする緊急の避難が必要になった場合、住宅等の倒壊により

屋内退避が困難な状況が生じるおそれがある場合には、自然災害に対する避難行動を

とり、自然災害に対する安全が確保された後に、原子力災害に対する避難行動をとる

ことを基本とする。 

⑥ 健康相談等の実施 

県等と連携し、指定避難所等において、災害対応の段階や対象区域等に応じて、避難

者等を対象とした健康相談（原子力災害発生直後から避難所等までの行動状況や健康

状態の把握）を実施するとともに、必要に応じて、放射性物質による表面汚染等に関す

る検査（放射線サーベイ検査）を実施する。 

また、市民等の心身の健康に関する相談に応じる窓口を設置するとともに、避難生

活者の心身の健康を確保するため、必要に応じて、指定避難所等における巡回相談を

実施する。 

⑦ 広域的な避難者の受入れ 

本市は、兵庫県から避難者の受入れ等の要請があった場合、関西広域連合がまとめ

る「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」（令和６年３月改訂）に基づき、マッチ

ングを行った対象市（京都府綾部市）の避難住民の受入れを実施する。 

また、避難場所の開設や避難者の誘導等、避難生活等に必要な支援を行う。 
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⑧ 各種制限措置の解除 

本市は、兵庫県から各種制限措置の解除の指示があったときは、特別の理由がない

限り、応急対策として実施された立入制限、飲料水・飲食物の摂取制限及び農林水産物

の採取・出荷制限等の制限措置を解除する。 

⑨ 健康調査等の実施 

本市は、県や国、専門家の意見を踏まえて、必要に応じて、応急対策に当たった職

員、防護対策を講じた地域の市民等を対象とする健康調査を実施する。 

その際、放射線との関連が明らかな疾患だけでなく、こころのケア等も含めた健康

状態を把握するための長期的な健康評価の必要性を考慮する。 

また、通常の健康相談窓口において相談に応じるほか、必要に応じて、国や専門機関

の相談窓口を紹介する。 
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第９節 海上火災・油流出等事故の応急対策 

 

 責 任 者  消防長 

担 当 班  通信指令班、警防班、消防調査班 

 関係機関  各項目に記載 

 

１ 実施責任者 

第五管区海上保安本部は、海上においてタンカー等の事故により火災、又は積載油の流

出等の事態が発生した場合において、海上災害から船舶、港湾及び沿岸部の市民とその財

産を守るため、兵庫県その他の関係機関に対し、被害状況、流出油の拡散状況等の災害情

報を速やかに伝達するとともに、応急対策を実施する。 

本市は、被害が市域に及ぶ場合、あるいは及ぶものと推測される場合は、直ちに赤穂市

事故対策本部を設置し、姫路海上保安部、兵庫県、警察署、及び消防署等と連携して、以

下の応急対策を実施する。 

２ 事故の通報及び通信連絡 

本市は、海上災害が発生したとの連絡を受けた後、速やかに以下の災害情報の連絡及び

広報活動を実施する。 

① 市内漁業組合に対する災害情報の伝達と、漁港施設及び船舶の安全確認 

② 沿岸部の市民に対する災害情報の伝達と、安全措置についての広報 

３ 赤穂市の応急対策 

本市は、市沿岸において海上事故が発生した場合は、関係機関との連携のもと、以下の

応急対策を実施する。 

① 水難救護法による人命、船舶の救助 

② 初期消火及び延焼防止 

③ 沿岸部の市民に対する災害状況の周知徹底及び警戒 

ア 被害の発生及びそのおそれのある沿岸部の市民に対する災害状況周知 

イ 火気使用の制限又は禁止等危険防止措置の広報及び警戒 

④ 沿岸部の市民に対する避難指示 

⑤ 沿岸海域における防除対策（重油等が陸岸に漂着するおそれのある場合） 

ア 必要となる油防除資機材の調達 

イ 消防本部は、現場周辺において避難誘導活動を行うとともに、火災の発生に備え

る。 
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⑥ 陸岸における回収作業（重油等が陸岸に漂着した場合） 

ア 本市は、兵庫県の作成した重油等回収方針に沿った作業計画を策定し、計画を策

定したときは、速やかに兵庫県に報告する。 

イ 本市は、作業計画を策定するに当たり、漁業関係者、観光業者等の意見を聞くこと

とする。 

ウ 本市は、重油等の漂着状況及び回収状況を常に把握し、地区ごとに計画的、効率的

に回収処理を実施する。 

エ 本市は、消防団、自主防災組織等を中心として、陸岸に漂着した重油等の回収に努

める。 

⑦ 現場作業者の健康対策 

ア 本市は、回収作業従事者の健康保持に努めることとし、作業現場に仮設の救護所

を設置し、保健師、看護師等から構成される健康相談チームを編成して、同所に派遣

する。 

また、陸岸での除去に専門的な知識や経験のない市民やボランティアのために、健

康管理上の注意事項を明らかにし、提示する。 

イ 本市は、回収作業従事者の健康状態を把握し、必要に応じ、県民局・健康福祉事務

所長に報告を行う。 

また、健康被害者発生に備え、病院等の被害者の受入体制を整備する。 

ウ 本市は、回収作業が長期化する場合、市民の精神的・身体的疲労等からの健康状態

の悪化を防止するため、地域巡回等による健康相談を行い、必要な措置を講じる。 

⑧ 汚染魚介類の流通防止 

本市は、汚染された魚介類が市場に流通しないよう、漁業・水産関係者に情報提供を

行うとともに、必要に応じて指導等を行い、安全の確保に努める。 

⑨ ボランティアの派遣・受入れ 

本市は、主として次の活動について、ボランティアの協力を得ることとし、ボランテ

ィアを直接受け入れる受入窓口を開設する。また、インターネット等のパソコンネッ

トワークによる情報提供についても配慮する。 

（ボランティアの活動範囲） 

・災害情報の収集、伝達 

・救援物資、資機材の配分、輸送 

・軽易な応急・復旧作業 

・災害ボランティアの受入事務 

また、被災地域におけるボランティアニーズをみながら、赤穂市社会福祉協議会、日

本赤十字社、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等との連携を図ると

ともに、災害中間支援組織を含めた連携体制の構築を図り、必要な災害ボランティア

の確保とそのコーディネート及び情報提供など、ボランティアが円滑に活動できるた

めの各種の支援に努める。 
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４ 関係事業者等の活動体制 

関係事業者等は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は本

計画の定めるところにより、その所掌業務に係る応急措置を速やかに実施するとともに、

国、県の機関が実施する応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要な措置を

講じるとともに、事業者自らも、必要に応じて、必要な措置を講じる。 

なお、発災後は、速やかに活動体制を整え、必要に応じて、関係機関等と応急対策活動

に関しての情報交換を行う。 

５ 広域的な応援体制 

重油等の流出事故が発生した場合は、兵庫県とともに、大阪湾・播磨灘排出油等防除協

議会等と協力体制をとる。 

特に、重油等の防除活動を実施する場合は、必要に応じて、同協議会に総合調整本部が

設置されることから、その活動に積極的に参画する。 

６ 環境への配慮 

重油等流出事故における周辺海域等への環境対策については、県と連携して、次の対策

を行う。 

① 県が組織する「環境対策チーム」に協力する。 

② 調査方法、調査の結果については、市ホームページ等を通じて、市民に情報提供す

る。 

③ 県、県獣医師会、野鳥の会等の関係機関が行う、汚染海鳥等の動物の救護活動に協

力する。 

７ 二次災害の防止対策 

重油等が漂着した場合は、その性質、危険性等を広報し、必要に応じ、周辺海域での遊

泳の禁止、漁業活動の自粛等を呼びかける。 

８ 住民生活等への対応 

被災地において臨時被害相談所等を関係防災機関等の協力を得て設置し、被災者が抱え

る生活上の多くの不安を解消するため、要望、苦情等多様な生活等の問題について適切に

相談に応じ、早期解決に努める。 

また、重油等危険物の漂着により発生した各種被害の復旧・補償問題等につき、相談窓

口を設置するなどにより、関係者からの問合せに応じる。 

 


